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●申請手続きについて●

●申請の内容によって申請書の提出先、提出方法が異なります。次のとおり申請手続を行って下さい。

 申請書の提出先である都道府県労働局については、29、30 ページを参照し、宛先等をご確認下さい。

 また、マイナポータルから電子申請によっても申請を行うことができます。25 ページの「電子申請による

免許申請等について」をよく読んで申請手続きを行って下さい。

※マイナポータルからの電子申請においても、一部書類（切手を貼り付けた免許証送付用封筒、現在所持

している免許証）については紙申請と同様に別途郵送が必要です

 免許申請が集中する時期は、免許証がお手元に届くまで 30日程度かかる場合があります。

 技能講習修了証・特別教育修了証等の再発行等は本申請手続きの対象外です。受講した教育機関等にお問

い合わせ下さい。

 複数の免許申請を同時に行う場合（書替・再交付申請等と新規申請を同時に行う場合等）については、

申請者の住所地を管轄する都道府県労働局又は直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康安全

主務課に提出して下さい。（複数の免許申請を同時に行う場合、電子申請は利用できません）

申請の内容 申請書の記載方法、提出先、提出方法

I 免許申請（新規）

A 安全衛生技術センターの行う免許試験を受験
し、「免許試験合格通知書」を交付された方
※ 特級・ー級・二級ボイラー技士免許試験、

ボイラー整備士免許試験、発破技士免許試
験、高圧室内作業主任者免許試験、ガス溶接
作業主任者免許試験及び林業架線作業主任者
免許試験については、実務経験等を証明する
書類を添付し、申請する必要があります。

※ ボイラー溶接士免許は、試験合格後2年以
内に申請する必要があります。

【申請書の記載方法】

3～4ページ参照（I-A)

【申請書の提出先】

東京労働局免許証発行センター

【提出方法】

簡易書留による郵送（なお、窓口はありませんの
で、直接持参することはできません。）

B 安全衛生技術センターの行う免許試験の学科試
験を受験し、「免許試験結果通知書」を交付され
た方

C 無試験で免許を受ける資格のある方

【申請書の記載方法】

5～6ページ参照(Ⅰ-B、Ⅰ-C)

【申請書の提出先】

申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康
安全主務課

【提出方法】

簡易書留による郵送又は持参（東京労働局免許証
発行センターあての封筒を用いて申請することはで
きません。）

Ⅱ 免許証再交付申請

A 免許証を紛失した方

B 免許証を損傷した方
C 免許証の記載事項等の変更を希望する方
D 新様式の免許証の発行を希望する方

Ⅲ 免許証書替申請

免許証に記載されている氏名を変更した方

Ⅳ 免許更新申請

特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間を更新
しようとする方
※申請は、有効期間満了日の1か月前から受け付け
ます。

【申請書の記載方法】

7～8ページ参照 (Ⅱ-A、Ⅱ-B 再交付）

9～10ページ参照 (Ⅱ-C、Ⅱ-D 再交付）

11～12ページ参照(Ⅲ 書替）

13～14ページ参照(Ⅳ 更新）

【申請書の提出先】

申請者の住所地を管轄する都道府県労働局又は
直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健
康安全主務課

【提出方法】

簡易書留による郵送又は持参（東京労働局免許
証発行センターあての封筒を用いて申請すること
はできません。）
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●申請書の記入上の注意点について●

１．申請書の□枠内に記入する文字は、光学的読取装置（ＯＣＲ）により直接読み取り

ますので、筆記用具には黒のボールペンを使用し、次の事項に十分注意して下さい。

１）文字は、「標準字体」（右に記載）にならって申請書の□□□の記入枠からはみ出さ

ないように、大きくていねいに書いて下さい。

２）文字は、大きな傾きをなくし、できるだけ濃く、かすれないように書いて下さい。

３）濁点「゛」、半濁点「゜」は、同一の記入枠に記入して下さい。

４）次の文字については、特に注意して下さい。

イ シツソンは、斜めの弧を書き始めるとき小さくカギをつけ、 と書く。

ロ ヰヱは使用しないで、 と書く。

ハ 数字の１はカギをつけないで垂直に書く。

ニ 数字の７の上部は水平の横軸とする。

カタカナのクの上部は右下がりにする。

ホ 数字の「４」の二本の縦線は上に閉じない。

ヘ 文字を書き損じたときは、その枠の上下をややはみ出すように縦の一本線を引いたうえ、

正しい文字を枠の中の右上すみに記入する（修正液等を使って訂正しない。）

３を２に訂正 アをイに訂正

２．申請書は機械で処理しますので、汚したり、穴をあけたりしないで下さい。

また、できるだけ折り曲げないようにし、もし折り曲げる場合には、▶ ◀ 印の所を谷に折って下さい。

３．記入例を参考に申請書に記入して下さい。

なお、それぞれの申請で添付書類の箇所に示した書類が必要ですので準備して下さい。

４．氏名は、戸籍上の文字を楷書にて記入して下さい。

（免許試験合格通知書の氏名が、戸籍上の文字でない場合は、戸籍抄本を添付して申請して下さい。）

正

誤

正

誤

［例］ （姓）別府 （名）譲治
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免
許
申
請
書

A
安

全
衛

生
技

術
セ

ン
タ

ー
の

行
う

免
許

試
験

を
受

験
し

、
「

免
許

試
験

合
格

通
知

書
」

を
交

付
さ

れ
た

方
申

請
書

裏
面

に
つ

い
て

は
15

ペ
ー

ジ
参

照

①
１

と
記

入
し

て
下

さ
い

申
請

者
氏

名
欄

に
は

戸
籍

上
の

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
記

載
内

容
等

に
つ

い
て

照
会

す
る

際
に

必
要

で
す

の
で

、
昼

間
電

話
で

連
絡

の
取

れ
る

電
話

番
号

・
携

帯
電

話
番

号
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

会
社

の
場

合
は

部
署

名
・

内
線

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
③

④
カ

タ
カ

ナ
で

左
か

ら
つ

め
て

書
い

て
下

さ
い

。
⑤

町
域

番
号

ま
で

正
確

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑥
左

端
の

□
枠

内
に

、
該

当
す

る
元

号
の

番
号

を
記

入
し

ま
す

。
年

月
日

は
、

そ
れ

ぞ
れ

枠
が

二
つ

ず
つ

並
ん

で
い

ま
す

。
１

桁
の

数
字

は
左

側
の

枠
を

空
欄

に
し

、
右

側
の

□
枠

内
に

記
入

し
ま

す
。

⑦
－

１
旧

姓
を

使
用

し
た

氏
名

又
は

通
称

の
併

記
を

希
望

す
る

場
合

は
２

を
、

希
望

し
な

い
場

合
は

０
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
－

２
併

記
を

希
望

す
る

氏
名

等
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑧
申

請
書

裏
面

の
コ

ー
ド

表
を

見
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑩
免

許
試

験
合

格
通

知
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

番
号

を
転

記
し

て
下

さ
い

。
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

他
の

免
許

を
持

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
の

う
え

新
し

い
免

許
証

が
交

付
さ

れ
ま

す
の

で
、

必
ず

次
の

い
ず

れ
か

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
・

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
の

場
合

⑲
に

免
許

証
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
別

紙
の

所
持

免
許

申
告

欄
（

P1
6）

は
不

要
で

す
。

・
二

つ
折

り
タ

イ
プ

の
免

許
証

の
場

合
㉖

に
１

と
記

入
し

、
免

許
の

種
類

に
○

を
付

け
、

別
紙

の
所

持
免

許
申

告
欄

に
必

要
事

項
を

記
入

し
て

下
さ

い
（

16
ペ

ー
ジ

参
照

）
。

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
申

請
書

裏
面

の
コ

ー
ド

表
を

見
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

写
真

は
次

の
も

の
を

１
枚

貼
っ

て
下

さ
い

。
・

寸
法

は
横

24
m

m
×

縦
30

m
m

（
運

転
免

許
証

サ
イ

ズ
）

・
上

三
分

身
（

胸
か

ら
上

）
正

面
、

着
衣

、
脱

帽
、

無
背

景
・

申
請

前
6か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の

・
鮮

明
で

変
色

の
恐

れ
の

な
い

も
の

※
ま

た
、

写
真

の
裏

面
に

必
ず

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

な
お

、
次

の
よ

う
な

写
真

は
撮

り
直

し
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
・

指
定

の
寸

法
や

規
格

を
満

た
し

て
い

な
い

も
の

・
サ

ン
グ

ラ
ス

や
ヘ

ア
バ

ン
ド

等
に

よ
り

顔
の

一
部

が
隠

れ
て

い
る

も
の

・
デ

ジ
タ

ル
写

真
の

品
質

に
乱

れ
が

あ
る

も
の

（
画

像
処

理
が

な
さ

れ
て

い
る

も
の

や
不

鮮
明

な
も

の
）

・
変

色
や

傷
が

あ
る

も
の

・
写

真
専

用
紙

以
外

の
用

紙
に

印
刷

し
た

も
の

詳
し

く
は

26
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

以
外

（
勤

務
先

な
ど

）
に

免
許

証
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
当

該
送

付
希

望
先

の
住

所
、

会
社

名
、

電
話

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

へ
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

こ
の

欄
に

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

会
社

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

千
代

田
区

○
○

1-
1-

１
○

○
（

株
）

安
全

衛
生

課
気

付
（

実
家

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

文
京

区
○

○
1-

1-
1 

 ○
○

様
方

な
お

、
受

取
人

の
名

前
は

、
必

ず
免

許
申

請
者

の
氏

名
が

印
字

さ
れ

ま
す

。
免

許
申

請
者

以
外

の
方

が
受

取
人

に
な

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

⑪
左

端
の

□
の

枠
内

に
、

該
当

す
る

元
号

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

以
下

の
年

月
日

の
記

入
要

領
は

⑥
と

同
じ

で
す

。
⑫

免
許

試
験

合
格

通
知

書
に

記
載

し
て

あ
り

ま
す

の
で

、
転

記
し

て
下

さ
い

。
右

づ
め

で
記

入
し

て
下

さ
い

。
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。

申
請
先
：

〒
1
0
8
-0
0
1
4
東
京
都
港
区
芝
5
-3
5
-2

安
全
衛
生
総
合
会
館
２
階

東
京
労
働
局
免
許
証
発
行
セ
ン
タ
ー

１
２
３

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ

ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

８
７
１
７

３
８

２
１
４

１

東
京

２
４

１

記
入
例
Ⅰ
－

記
入
例
Ⅰ
－

3



チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

免
許
試

験
合

格
通
知

書
（

原
本
）

 

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

免
許
試

験
合

格
通

知
書

を
紛

失
し

た
場

合
は
、

免
許

試
験
を

受
け
た

安
全

衛
生

技
術

セ
ン

タ
ー

に
連

絡
し

、
再

交
付

を
受

け
て

下
さ

い
。

□
①

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
②

②
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月

１
日

現
在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す

。
免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
③

「
申
請

者
氏

名
」

、
「

生
年

月
日

」
及

び
「

住
所

」
の

欄
に
記

入
し

た
事
実

を
証
す

る
書

面
（

本
人

確
認

証
明

書
）
を
添

付
し

て
下

さ
い

。

※
旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
又

は
通

称
の

併
記

を
希

望
す
る

場
合

は
、
併

記
を
希

望
す

る
氏

名
又

は
通

称
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
を

提
出

し
て
下

さ
い

。
な

お
、
1
8
ペ

ー
ジ
(
9
)
ロ

の
「

現
在

所
持

し
て

い
る

他
の

労
働

安
全

衛
生

法
関
係

免
許
証

」
の

う
ち
新

様
式
（

ラ
ミ

ネ
ー

ト
式
又

は
カ

ー
ド

式
）

の
も

の
を

添
付

し
た

場
合

（
氏
名

、
住

所
等
記

載
事
項

に
変

更
が

な
い

場
合

に
限

る
）

は
本

人
確

認
証

明
書

の
添

付
は
不

要
で

す
。

本
人

確
認
証

明
書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
④

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
持
っ
て
い
る
場
合

※
免
許
証
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
は
再
交
付
の
手
続
き
も
必
要
で
す
(７

～
８
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

新
規
免
許
申
請
書
と
あ
わ
せ
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
の
提
出
先
(１

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
氏

名
を

変
更

し
た

場
合

は
、

書
替

の
手

続
も

必
要

で
す

(
1
1～

1
2
ペ

ー
ジ
参

照
）

。
新
規
免
許
申
請
書
と
あ
わ
せ
、
免
許
証
書
替
申
請
書
の
提
出
先
(１

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又

は
発

行
後

手
元

に
残

す
こ

と
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

で
原

本
確

認
の

証
明

を
受

け
た

免
許

証
の

写
し

を
取

得
し

、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ

い
て

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

に
お

問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。
詳

し
く

は
1
8
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証
（

原
本

）
※
現
在
所
持
し
て
い
る
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
全
て
提
出
し

て
下

さ
い

。
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
し

た
上

で
新

し
い

免
許
証
を
交
付
し
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
免
許
証
は
、
新
し
い
免
許
証
発
行
後
、
ご
本
人
に
返
却

さ
れ
ず
処
分
さ
れ
ま
す
。

※
技
能
講
習
修
了
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
⑤

◎
旧

様
式

（
二

つ
折

り
タ

イ
プ

）
の

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証

を
所
持

し
て
い

る
場

合

（
申
請

書
の

項
目

番
号

⑯
に

１
を

記
入

し
た
上

で
、

所
持

免
許

申
告

欄
の

記
入

・
添

付
が
必

要
）

。
所

持
免
許

申
告

欄
(1

6
ペ

ー
ジ

参
照
）

□
⑥

◎
特
級
·一

級
·
二

級
ボ

イ
ラ

ー
技

士
免

許
、
ボ

イ
ラ

ー
整
備

士
免
許

、
ガ

ス
溶
接

作
業
主

任
者

免
許

、
発

破
技

士
免

許
、

高
圧

室
内

作

業
主
任

者
免

許
及

び
林

業
架

線
作

業
主

任
者
免

許
を

申
請
す

る
場
合

実
務

経
験

等
を

証
明
す

る
書

類
（
17

ペ
ー

ジ
参

照
）

□
⑦

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
④

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

④
と

⑧
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑧

試
験
合
格

各
申
請

書
に

必
要

な
事
項

を
全

て
記

載
し

、
添

付
書

類
が

揃
っ
た

ら
、

記
入

例
に

添
っ

て
も

う
一

度
確
認

し
、

こ
の

ペ
ー
ジ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
に

よ
り

再
点

検
を

し
て

下
さ

い
。

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。

4



免
許
申
請
書

B
安

全
衛

生
技

術
セ

ン
タ

ー
の

行
う

免
許

試
験

を
受

験
し

、
「

免
許

試
験

結
果

通
知

書
」

を
交

付
さ

れ
た

方
C

無
試

験
で

免
許

を
受

け
る

資
格

の
あ

る
方

申
請

書
裏

面
に

つ
い

て
は

15
ペ

ー
ジ

参
照

①
１

と
記

入
し

て
下

さ
い

申
請

者
氏

名
欄

に
は

戸
籍

上
の

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
記

載
内

容
等

に
つ

い
て

照
会

す
る

際
に

必
要

で
す

の
で

、
昼

間
電

話
で

連
絡

の
取

れ
る

電
話

番
号

・
携

帯
電

話
番

号
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

会
社

の
場

合
は

部
署

名
・

内
線

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
③

④
カ

タ
カ

ナ
で

左
か

ら
つ

め
て

書
い

て
下

さ
い

。
⑤

町
域

番
号

ま
で

正
確

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑥

左
端

の
□

枠
内

に
、

該
当

す
る

元
号

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

年
月

日
は

、
そ

れ
ぞ

れ
枠

が
二

つ
ず

つ
並

ん
で

い
ま

す
。

１
桁

の
数

字
は

左
側

の
枠

を
空

欄
に

し
、

右
側

の
□

枠
内

に
記

入
し

ま
す

。
⑦

－
１

旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
又

は
通

称
の

併
記

を
希

望
す

る
場

合
は

２
を

、
希

望
し

な
い

場
合

は
０

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑦

－
２

併
記

を
希

望
す

る
氏

名
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑧

申
請

書
裏

面
の

コ
ー

ド
表

を
見

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
の

方
は

、
「

学
科

試
験

合
格

、
実

技
教

習
修

了
」

と
記

入
し

て
下

さ
い

。
の

方
は

、
無

試
験

で
免

許
を

受
け

取
る

こ
と

が
で

き
る

資
格

（
添

付
す

る
資

格
証

の
名

称
）

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

他
の

免
許

を
持

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
の

う
え

新
し

い
免

許
証

が
交

付
さ

れ
ま

す
の

で
、

必
ず

次
の

い
ず

れ
か

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
・

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
の

場
合

⑲
に

免
許

証
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
別

紙
の

所
持

免
許

申
告

欄
（

）
は

不
要

で
す

。
・

二
つ

折
り

タ
イ

プ
の

免
許

証
の

場
合

㉖
に

１
と

記
入

し
、

免
許

の
種

類
に

○
を

付
け

、
別

紙
の

所
持

免
許

申
告

欄
に

必
要

事
項

を
記

入
し

て
下

さ
い

（
ペ

ー
ジ

参
照

。
）

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
申

請
書

裏
面

の
コ

ー
ド

表
を

見
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

写
真

は
次

の
も

の
を

１
枚

貼
っ

て
下

さ
い

。
・

寸
法

は
横

24
m

m
×

縦
30

m
m

（
運

転
免

許
証

サ
イ

ズ
）

・
上

三
分

身
（

胸
か

ら
上

）
正

面
、

着
衣

、
脱

帽
、

無
背

景
・

申
請

前
6か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の

・
鮮

明
で

変
色

の
恐

れ
の

な
い

も
の

※
ま

た
、

写
真

の
裏

面
に

必
ず

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

次
の

よ
う

な
写

真
は

撮
り

直
し

を
お

願
い

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

・
指

定
の

寸
法

や
規

格
を

満
た

し
て

い
な

い
も

の
・

サ
ン

グ
ラ

ス
や

ヘ
ア

バ
ン

ド
等

に
よ

り
顔

の
一

部
が

隠
れ

て
い

る
も

の
・

デ
ジ

タ
ル

写
真

の
品

質
に

乱
れ

が
あ

る
も

の
（

画
像

処
理

が
な

さ
れ

て
い

る
も

の
や

不
鮮

明
な

も
の

）
・

変
色

や
傷

が
あ

る
も

の
・

写
真

専
用

紙
以

外
の

用
紙

に
印

刷
し

た
も

の
詳

し
く

は
26

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

住
所

地
以

外
（

勤
務

先
な

ど
）

に
免

許
証

の
送

付
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

当
該

送
付

希
望

先
の

住
所

、
会

社
名

、
電

話
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

住
所

地
へ

の
送

付
を

希
望

さ
れ

る
方

は
こ

の
欄

に
記

入
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
会

社
の

場
合

）
〒

○
○

○
－

○
○

○
○

東
京

都
千

代
田

区
○

○
1-

1-
１

○
○

（
株

）
安

全
衛

生
課

気
付

（
実

家
の

場
合

）
〒

○
○

○
－

○
○

○
○

東
京

都
文

京
区

○
○

1-
1-

1 
 ○

○
様

方
な

お
、

受
取

人
の

名
前

は
、

必
ず

免
許

申
請

者
の

氏
名

が
印

字
さ

れ
ま

す
。

免
許

申
請

者
以

外
の

方
が

受
取

人
に

な
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
⑬

免
許

試
験

の
学

科
試

験
に

合
格

し
た

後
、

当
該

学
科

試
験

が
行

わ
れ

た
日

か
ら

起
算

し
て

年
以

内
に

実
技

教
習

を
修

了
し

た
方

は
、

実
技

教
習

の
修

了
年

月
日

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
実

技
教

習
を

修
了

後
、

年
以

内
に

免
許

試
験

の
学

科
試

験
に

合
格

し
、

「
免

許
試

験
結

果
通

知
書

」
を

交
付

さ
れ

た
方

は
、

学
科

試
験

を
受

け
た

年
月

日
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

の
方

は
そ

の
資

格
を

取
得

し
た

年
月

日
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

左
端

の
□

枠
内

に
、

該
当

す
る

元
号

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

以
下

の
年

月
日

の
記

入
要

領
は

⑥
と

同
じ

で
す

。
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。

申
請
先
：
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）
の
健
康
安
全
主
務
課
（
P
2
9
～
P
3
0
参
照
）

１
２
３

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ
ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

１

千
葉

２
４

１

学
科
試
験
合
格

実
技
教
習
修
了

７
１
７

２
９

１

記
入
例
Ⅰ
－
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チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
①

①
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月

１
日

現
在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す

。
免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
②

「
申
請

者
氏

名
」

、
「

生
年

月
日

」
及

び
「

住
所

」
の

欄
に
記

入
し

た
事
実

を
証
す

る
書

面
（

本
人

確
認

証
明

書
）
を
添

付
し

て
下

さ
い

。
※

日
姓
を

使
用

し
た

氏
名

又
は

通
称

の
併

記
を

希
望

す
る

場
合
は

、
併

記
を
希

望
す
る

氏
名

又
は

通
称

が
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

を
提

出
し

て
下

さ
い

。
な

お
、
18

ペ
ー
ジ
(9

)ロ
の

「
現
在

所
持

し
て

い
る

他
の

労
働

安
全

衛
生

法
関
係

免
許
証

」
の

う
ち
新

様
式
（

ラ
ミ

ネ
ー

ト
式
又

は
カ

ー
ド

式
）

の
も

の
を

添
付

し
た

場
合

（
氏
名

、
住

所
等
記

載
事
項

に
変

更
が

な
い

場
合

に
限

る
）

は
本

人
確

認
証

明
書

の
添

付
は
不

要
で

す
。

本
人

確
認
証

明
書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
③

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
免

許
試

験
の

学
科

試
験

に
合

格
し

た
後

、
当
該

学
科

試
験
が

行
わ
れ

た
日

か
ら

起
算

し
て

、
１
年

以
内
に

実
技

教
習

を
修

了
し

た
方

◎
実

技
教

習
を

修
了

後
、

1年
以
内
に
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
、
「
免
許
試
験
結
果
通
知
書
」
を

交
付
さ

れ
た

方

※
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
は
実
技
教
習
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

免
許

試
験

結
果
通

知
書
（

原
本

）
□

④

実
技
教
習
修
了
証

□
⑤

◎
無
試
験
で
免
許
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
場
合

※
添

付
す

る
書
類
は
、
原
本
又
は
そ
の
コ
ピ
ー
と
な
り
ま
す

免
許
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

(1
7ペ

ー
ジ
参

照
）

□
⑥

◎
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
持
っ
て
い
る
場
合

※
免
許
証
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
は
再
交
付
の
手
続
き
も
必
要
で
す
(７

～
８
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

新
規
免
許
申
請
書
と
あ
わ
せ
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
の
提
出
先
(１

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
氏

名
を

変
更

し
た

場
合

は
、

書
替

の
手

続
も

必
要

で
す

(1
1～

12
ペ

ー
ジ
参

照
）

。
新
規
免
許
申
請
書
と
合
わ
せ
、
免
許
証
書
替
申
請
書
の
提
出
先
(１

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又

は
発

行
後

手
元

に
残

す
こ

と
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

で
原

本
確

認
の

証
明

を
受

け
た

免
許

証
の

写
し

を
取

得
し

、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ

い
て

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

に
お

問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。
詳

し
く

は
1
8
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証
（

原
本

）
※
現
在
所
持
し
て
い
る
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
全
て
提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

今
回

申
請

す
る

免
許

証
と

統
合

し
た

上
で

新
し

い
免
許
証
を
交
付
し
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
免
許
証
は
、
新
し
い
免
許
証
発
行
後
、
ご
本
人
に
返
却

さ
れ
ず
処
分
さ
れ
ま
す
。

※
技
能
講
習
修
了
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
⑦

◎
旧

様
式

（
二

つ
折

り
タ

イ
プ

）
の

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証

を
所
持

し
て
い

る
場

合

（
申
請

書
の

項
目

番
号

⑯
に

１
を

記
入

し
た
上

で
、

所
持

免
許

申
告

欄
の

記
入

・
添

付
が
必

要
）

。
所

持
免
許

申
告

欄
(1

6
ペ

ー
ジ

参
照
）

□
⑧

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
③

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

③
と

⑨
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑨

各
申
請

書
に

必
要

な
事

項
を
全

て
記

載
し
、

添
付

書
類

が
揃

っ
た
ら

、
記

入
例
に

添
っ

て
も

う
一

度
確
認

し
、

こ
の
ペ

ー
ジ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
に

よ
り
再

点
検

を
し

て
下

さ
い
。

試
験
免
除

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。
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免
許
証
再
交
付
申
請
書

申
請

書
裏

面
に

つ
い

て
は

15
ペ

ー
ジ

参
照

①
２

と
記

入
し

て
下

さ
い

。
申

請
者

氏
名

欄
に

は
戸

籍
上

の
氏

名
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

記
載

内
容

等
に

つ
い

て
照

会
す

る
際

に
必

要
で

す
の

で
、

昼
間

電
話

で
連

絡
の

取
れ

る
電

話
番

号
・

携
帯

電
話

番
号

等
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

ま
た

、
会

社
の

場
合

は
部

署
名

・
内

線
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

③
④

カ
タ

カ
ナ

で
左

か
ら

つ
め

て
書

い
て

下
さ

い
。

⑤
町

域
番

号
ま

で
正

確
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑥
左

端
の

□
枠

内
に

、
該

当
す

る
元

号
の

番
号

を
記

入
し

ま
す

。
年

月
日

は
、

そ
れ

ぞ
れ

枠
が

二
つ

ず
つ

並
ん

で
い

ま
す

。
１

桁
の

数
字

は
左

側
の

枠
を

空
欄

に
し

、
右

側
の

□
枠

内
に

記
入

し
ま

す
。

⑦
－

１
旧

姓
を

使
用

し
た

氏
名

又
は

通
称

の
併

記
を

希
望

す
る

場
合

は
２

を
、

希
望

し
な

い
場

合
は

０
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
－

２
併

記
を

希
望

す
る

氏
名

等
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑧
申

請
書

裏
面

の
コ

ー
ド

表
を

見
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

の
方

は
、

「
紛

失
」

と
記

入
し

て
下

さ
い

。
の

方
は

、
「

損
傷

」
と

記
入

し
て

下
さ

い
。

㉖
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

他
の

免
許

を
持

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
の

う
え

新
し

い
免

許
証

が
交

付
さ

れ
ま

す
の

で
、

１
と

記
入

し
、

免
許

の
種

類
に

○
を

付
け

、
別

紙
の

所
持

免
許

申
告

欄
に

必
要

事
項

を
記

入
し

て
下

さ
い

（
ペ

ー
ジ

参
照

）
。

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。
写

真
は

次
の

も
の

を
１

枚
貼

っ
て

下
さ

い
。

・
寸

法
は

横
24

m
m

×
縦

30
m

m
（

運
転

免
許

証
サ

イ
ズ

）
・

上
三

分
身

（
胸

か
ら

上
）

正
面

、
着

衣
、

脱
帽

、
無

背
景

・
申

請
前

6か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
・

鮮
明

で
変

色
の

恐
れ

の
な

い
も

の
※

ま
た

、
写

真
の

裏
面

に
必

ず
氏

名
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
次

の
よ

う
な

写
真

は
撮

り
直

し
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
・

指
定

の
寸

法
や

規
格

を
満

た
し

て
い

な
い

も
の

・
サ

ン
グ

ラ
ス

や
ヘ

ア
バ

ン
ド

等
に

よ
り

顔
の

一
部

が
隠

れ
て

い
る

も
の

・
デ

ジ
タ

ル
写

真
の

品
質

に
乱

れ
が

あ
る

も
の

（
画

像
処

理
が

な
さ

れ
て

い
る

も
の

や
不

鮮
明

な
も

の
）

・
変

色
や

傷
が

あ
る

も
の

・
写

真
専

用
紙

以
外

の
用

紙
に

印
刷

し
た

も
の

詳
し

く
は

26
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

以
外

（
勤

務
先

な
ど

）
に

免
許

証
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
当

該
送

付
希

望
先

の
住

所
、

会
社

名
、

電
話

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

へ
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

こ
の

欄
に

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

会
社

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

千
代

田
区

○
○

1-
1-

１
○

○
（

株
）

安
全

衛
生

課
気

付
（

実
家

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

文
京

区
○

○
1-

1-
1 

 ○
○

様
方

な
お

、
受

取
人

の
名

前
は

、
必

ず
免

許
申

請
者

の
氏

名
が

印
字

さ
れ

ま
す

。
免

許
申

請
者

以
外

の
方

が
受

取
人

に
な

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

紛
失

ま
た

は
損

傷
し

た
免

許
証

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
の

場
合

⑲
に

免
許

証
番

号
を

記
入

・
二

つ
折

り
タ

イ
プ

の
免

許
証

の
場

合
㉒

に
「

免
許

の
種

類
コ

ー
ド

」
、

㉓
に

「
交

付
局

コ
ー

ド
」

（
裏

面
の

コ
ー

ド
表

参
照

）
、

㉔
に

「
免

許
証

番
号

」
、

㉕
に

交
付

年
月

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

A
免

許
証

を
紛

失
し

た
方

B
免

許
証

を
損

傷
し

た
方

※
再

交
付

と
書

替
を

同
時

に
行

う
場

合
は

、
①

「
申

請
の

区
分

」
は

３
と

記
入

し
、

記
入

例
Ⅲ

（
ペ

ー
ジ

）
に

示
し

た
事

項
も

併
せ

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

紛
失

・
損

傷
し

た
免

許
証

の
記

載
項

目
が

不
明

の
場

合
に

は
、

申
請

者
ご

本
人

が
本

人
確

認
証

明
書

を
持

参
の

上
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

の
窓

口
に

て
確

認
し

て
下

さ
い

。

申
請
先
：
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）
の
健
康
安
全
主
務
課
（
P
2
9
～
P
3
0
参
照
）

２

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ

ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

１

千
葉

２
４

１

紛
失

２
０

２
７

５
６
７
０

５
５
１
０

５
１

記
入
例
Ⅱ
－
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チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
①

①
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月
１

日
現

在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す
。

免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
②

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
免

許
証

を
紛

失
し
た
方

の
み

免
許

証
滅

失
事

由
書

（
18

ペ
ー
ジ

参
照

）
□

③

◎
免

許
証

を
損

傷
し
た
方

の
み

損
傷

し
た

免
許

証
□

④

◎
労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の

免
許

証
を

持
っ
て

い
る

場
合

※
免
許
証
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
は
再
交
付
の
手

続
き
も
必
要
で
す
(７

～
８
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

新
規
免

許
申
請
書
と
あ
わ
せ
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
の
提
出
先
(
１
ペ
ー

ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
は
、
書
替
の
手
続
も
必

要
で
す
(
11
～

1
2ペ

ー
ジ

参
照
）
。

新
規
免

許
申
請
書
と
合
わ
せ
、
免
許
証
書
替
申
請
書
の
提
出
先
(
１
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
新
免
許
証
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
又
は

発
行
後
手
元
に
残
す

こ
と
を
希
望
さ
れ
る
方
は

、
最

寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
又
は

都
道
府
県
労
働
局
で

原
本
確

認
の
証
明
を
受
け
た
免
許
証
の
写
し
を
取
得
し
、
申
請
時

に
添
付
し
て
下
さ
い
。
原
本
確

認
証

明
の
発
行

手
続
に
つ
い
て
は
、

最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署

又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
詳
し

く
は
1
8ペ

ー
ジ

を
参
照
し
て
下
さ
い
。

労
働

安
全

衛
生
法

関
係
の

免
許

証
（
原

本
）

※
現
在
所
持
し
て
い
る
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の

免
許
証
を
全
て
提
出

し
て
下
さ

い
。
今

回
申
請
す

る
免

許
証
と
統

合
し
た
上
で
新
し
い
免
許
証
を

交
付
し
ま
す
。

提
出
さ

れ
た
免
許

証
は

、
新
し
い

免
許
証
発
行
後
、
ご
本
人
に
返

却
さ
れ
ず
処
分

さ
れ
ま

す
。

※
技
能
講
習
修
了
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
⑤

◎
旧
様

式
（

二
つ
折

り
タ

イ
プ
）

の
労

働
安
全

衛
生

法
関
係

の
免

許
証
を

所
持

し
て
い

る
場

合
（
申

請
書

の
項
目

番
号
⑯

に
１

を
記
入
し
た
上

で
、
所
持
免

許
申
告
欄
の

記
入
・
添
付

が
必
要

）
。

所
持

免
許

申
告

欄
(1

6ペ
ー

ジ
参

照
）

□
⑥

「
申
請

者
氏

名
」

、
「

生
年

月
日

」
及

び
「

住
所

」
の

欄
に
記

入
し

た
事
実

を
証
す

る
書

面
（

本
人

確
認

証
明

書
）
を
添

付
し

て
下

さ
い

。
※

旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
又

は
通

称
の

併
記

を
希

望
す
る

場
合

は
、
併

記
を
希

望
す

る
氏

名
又

は
通

称
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
を

提
出

し
て
下

さ
い

。
な

お
、
18

ペ
ー
ジ
(9

)ロ
の

「
現
在

所
持

し
て

い
る

他
の

労
働

安
全

衛
生

法
関
係

免
許
証

」
の

う
ち
新

様
式
（

ラ
ミ

ネ
ー

ト
式
又

は
カ

ー
ド

式
）

の
も

の
を

添
付

し
た

場
合

（
氏
名

、
住

所
等
記

載
事
項

に
変

更
が

な
い

場
合

に
限

る
）

は
本

人
確

認
証

明
書

の
添

付
は
不

要
で

す
。

本
人

確
認
証

明
書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
⑦

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
⑦

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

⑦
と

⑧
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑧

各
申
請

書
に

必
要

な
事

項
を
全

て
記

載
し
、

添
付

書
類

が
揃

っ
た
ら

、
記

入
例
に

添
っ

て
も

う
一

度
確
認

し
、

こ
の
ペ

ー
ジ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
に

よ
り
再

点
検

を
し

て
下

さ
い
。

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

再
交
付

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。
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免
許
証
再
交
付
申
請
書

申
請

書
裏

面
に

つ
い

て
は

15
ペ

ー
ジ

参
照

①
２

と
記

入
し

て
下

さ
い

申
請

者
氏

名
欄

に
は

戸
籍

上
の

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
記

載
内

容
等

に
つ

い
て

照
会

す
る

際
に

必
要

で
す

の
で

、
昼

間
電

話
で

連
絡

の
取

れ
る

電
話

番
号

・
携

帯
電

話
番

号
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

会
社

の
場

合
は

部
署

名
・

内
線

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
③

④
カ

タ
カ

ナ
で

左
か

ら
つ

め
て

書
い

て
下

さ
い

。
⑤

町
域

番
号

ま
で

正
確

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑥

左
端

の
□

枠
内

に
、

該
当

す
る

元
号

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

年
月

日
は

、
そ

れ
ぞ

れ
枠

が
二

つ
ず

つ
並

ん
で

い
ま

す
。

１
桁

の
数

字
は

左
側

の
枠

を
空

欄
に

し
、

右
側

の
□

枠
内

に
記

入
し

ま
す

。
⑦

－
１

旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
又

は
通

称
の

併
記

を
希

望
す

る
場

合
は

２
を

、
希

望
し

な
い

場
合

は
０

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑦

－
２

併
記

を
希

望
す

る
氏

名
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑧

申
請

書
裏

面
の

コ
ー

ド
表

を
見

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
、

ど
ち

ら
も

「
そ

の
他

」
と

記
入

し
て

下
さ

い
。

㉖
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

他
の

免
許

を
持

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
の

う
え

新
し

い
免

許
証

が
交

付
さ

れ
ま

す
の

で
、

１
と

記
入

し
、

免
許

の
種

類
に

○
を

付
け

、
別

紙
の

所
持

免
許

申
告

欄
に

必
要

事
項

を
記

入
し

て
下

さ
い

（
ペ

ー
ジ

参
照

）
。

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。
写

真
は

次
の

も
の

を
１

枚
貼

っ
て

下
さ

い
。

・
寸

法
は

横
24

m
m

×
縦

30
m

m
（

運
転

免
許

証
サ

イ
ズ

）
・

上
三

分
身

（
胸

か
ら

上
）

正
面

、
着

衣
、

脱
帽

、
無

背
景

・
申

請
前

6か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
・

鮮
明

で
変

色
の

恐
れ

の
な

い
も

の
※

ま
た

、
写

真
の

裏
面

に
必

ず
氏

名
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
次

の
よ

う
な

写
真

は
撮

り
直

し
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
・

指
定

の
寸

法
や

規
格

を
満

た
し

て
い

な
い

も
の

・
サ

ン
グ

ラ
ス

や
ヘ

ア
バ

ン
ド

等
に

よ
り

顔
の

一
部

が
隠

れ
て

い
る

も
の

・
デ

ジ
タ

ル
写

真
の

品
質

に
乱

れ
が

あ
る

も
の

（
画

像
処

理
が

な
さ

れ
て

い
る

も
の

や
不

鮮
明

な
も

の
）

・
変

色
や

傷
が

あ
る

も
の

・
写

真
専

用
紙

以
外

の
用

紙
に

印
刷

し
た

も
の

詳
し

く
は

26
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

以
外

（
勤

務
先

な
ど

）
に

免
許

証
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
当

該
送

付
希

望
先

の
住

所
、

会
社

名
、

電
話

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

へ
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

こ
の

欄
に

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

会
社

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

千
代

田
区

○
○

1-
1-

１
○

○
（

株
）

安
全

衛
生

課
気

付
（

実
家

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

文
京

区
○

○
1-

1-
1 

 ○
○

様
方

な
お

、
受

取
人

の
名

前
は

、
必

ず
免

許
申

請
者

の
氏

名
が

印
字

さ
れ

ま
す

。
免

許
申

請
者

以
外

の
方

が
受

取
人

に
な

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

再
交

付
を

希
望

す
る

免
許

証
に

つ
い

て
入

力
し

て
下

さ
い

。
・

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
の

場
合

⑲
に

免
許

証
番

号
を

記
入

・
二

つ
折

り
タ

イ
プ

の
免

許
証

の
場

合
㉒

に
「

免
許

の
種

類
コ

ー
ド

」
、

㉓
に

「
交

付
局

コ
ー

ド
」

（
裏

面
の

コ
ー

ド
表

参
照

）
、

㉔
に

「
免

許
証

番
号

」
、

㉕
に

交
付

年
月

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

申
請
先
：
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）
の
健
康
安
全
主
務
課
（
P
2
9
～
P
3
0
参
照
）

C
免

許
証

の
記

載
事

項
等

の
変

更
を

希
望

す
る

方
D

新
様

式
の

免
許

証
の

発
行

を
希

望
す

る
方

※
再

交
付

と
書

替
を

同
時

に
行

う
場

合
は

、
①

「
申

請
の

区
分

」
は

３
と

記
入

し
、

記
入

例
Ⅲ

（
ペ

ー
ジ

）
に

示
し

た
事

項
も

併
せ

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

２

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ

ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

１

千
葉

２
４

１

そ
の
他

２
０

２
７

５
６
７
０

５
５
１
０

５
１

記
入
例
Ⅱ
－
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チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
①

①
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月

１
日

現
在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す

。
免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
②

※
氏

名
を

変
更

し
た

場
合

は
、

書
替

の
手

続
も
必

要
で

す
(1

1～
12

ペ
ー

ジ
参

照
）

。

新
規
免

許
申

請
書

と
合

わ
せ

、
免

許
証

書
替
申

請
書

の
提
出

先
(１

ペ
ー
ジ

参
照

）
に

提
出

し
て

下
さ

い
。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又
は

発
行

後
手
元

に
残
す

こ
と

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都
道

府
県

労
働

局
で

原
本

確
認

の
証

明
を

受
け
た

免
許

証
の
写

し
を
取

得
し

、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ
い

て
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署
又

は
都

道
府
県

労
働
局

に
お

問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。
詳

し
く

は
1
8
ペ

ー
ジ
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

労
働

安
全

衛
生
法

関
係
の

免
許

証
（
原

本
）

※
現
在
所
持
し
て
い
る

労
働

安
全

衛
生

法
関
係
の

免
許
証
を

全
て
提
出

し
て
下
さ
い
。
今
回
申
請
す
る
免
許
証

と
統

合
し

た
上

で
新

し
い

免
許

証
を
交
付
し
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
免
許
証
は
、
新
し
い
免
許

証
発

行
後

、
ご

本
人

に
返

却
さ

れ
ず
処
分
さ
れ
ま
す
。

※
技
能
講
習
修
了
証
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

□
③

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
旧

様
式

（
二

つ
折

り
タ

イ
プ

）
の

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証

を
所
持

し
て
い

る
場

合

（
申
請

書
の

項
目

番
号

⑯
に

１
を

記
入

し
た
上

で
、

所
持

免
許

申
告

欄
の

記
入

・
添

付
が
必

要
）

。

所
持

免
許

申
告

欄
(1

6ペ
ー

ジ
参

照
）

□
④

◎
免
許

証
の

顔
写

真
を

変
更

す
る

場
合

◎
住
所

を
変

更
し

た
場

合

※
住

民
票

の
写

し
の

場
合

は
、

本
籍

地
の

記
載

は
な

い
も

の
又
は

本
籍

地
を
マ

ス
キ
ン

グ
（

黒
塗

り
）

し
た

も
の

、
個

人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー

）
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

も
の

と
し
て

く
だ

さ
い
。

◎
旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
及

び
通

称
の

併
記

を
希
望

す
る

場
合

※
住

民
票

の
写

し
、

戸
籍

抄
本

等
は

、
本

籍
地

の
記

載
が

な
い
も

の
は

又
は
本

籍
地
を

マ
ス

キ
ン

グ
（

黒
塗

り
）

し
た

も
の
、
個
人
番
号

（
マ
イ

ナ
ン

バ
ー

）
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い
も

の
と

し
て
く

だ
さ
い

。

本
人

確
認
証

明
書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
⑤

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
⑤

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

⑤
と

⑥
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑥

各
申
請

書
に

必
要

な
事

項
を
全

て
記

載
し
、

添
付

書
類

が
揃

っ
た
ら

、
記

入
例
に

添
っ

て
も

う
一

度
確
認

し
、

こ
の
ペ

ー
ジ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
に

よ
り
再

点
検

を
し

て
下

さ
い
。

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

再
交
付

※
免

許
証

の
記

載
事

項
等

の
変

更
（

例
）

写
真

、
住

所
の

変
更

を
希

望
す

る
場

合
等

。
新

様
式

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

式
又

は
カ

ー
ド

式
）

の
免

許
証

で
発

行
さ

れ
ま

す
。

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。
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免
許
証
書
替
申
請
書

免
許

証
に

記
載

さ
れ

て
い

る
氏

名
を

変
更

し
た

方
申

請
書

裏
面

に
つ

い
て

は
15

ペ
ー

ジ
参

照

①
３

と
記

入
し

て
下

さ
い

現
在

の
氏

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

記
載

内
容

等
に

つ
い

て
照

会
す

る
際

に
必

要
で

す
の

で
昼

間
電

話
で

連
絡

の
取

れ
る

電
話

番
号

・
携

帯
電

話
番

号
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

会
社

の
場

合
は

部
署

名
・

内
線

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

③
④

カ
タ

カ
ナ

で
左

か
ら

つ
め

て
書

い
て

下
さ

い
⑤

町
域

番
号

ま
で

正
確

に
記

入
し

て
下

さ
い

⑥
左

端
の

□
枠

内
に

、
該

当
す

る
元

号
の

番
号

を
記

入
し

ま
す

。
年

月
日

は
、

そ
れ

ぞ
れ

枠
が

二
つ

ず
つ

並
ん

で
い

ま
す

。
１

桁
の

数
字

は
左

側
の

枠
を

空
欄

に
し

右
側

の
□

枠
内

に
記

入
し

ま
す

。
⑦

－
１

旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
又

は
通

称
の

併
記

を
希

望
す

る
場

合
は

２
を

、
希

望
し

な
い

場
合

は
０

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑦

－
２

併
記

を
希

望
す

る
氏

名
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
⑧

申
請

書
裏

面
の

コ
ー

ド
表

を
見

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
変

更
前

の
氏

名
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

㉖
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

他
の

免
許

を
持

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
今

回
申

請
す

る
免

許
証

と
統

合
の

う
え

新
し

い
免

許
証

が
交

付
さ

れ
ま

す
の

で
、

と
記

入
し

、
免

許
の

種
類

に
○

を
付

け
、

別
紙

の
１

所
持

免
許

申
告

欄
に

必
要

事
項

を
記

入
し

て
下

さ
い

（
ペ

ー
ジ

参
照

）
。

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。
写

真
は

次
の

も
の

を
１

枚
貼

っ
て

下
さ

い
。

・
寸

法
は

横
24

m
m

×
縦

30
m

m
（

運
転

免
許

証
サ

イ
ズ

）
・

上
三

分
身

（
胸

か
ら

上
）

正
面

、
着

衣
、

脱
帽

、
無

背
景

・
申

請
前

6か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
・

鮮
明

で
変

色
の

恐
れ

の
な

い
も

の
※

ま
た

、
写

真
の

裏
面

に
必

ず
氏

名
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
次

の
よ

う
な

写
真

は
撮

り
直

し
を

お
願

い
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
・

指
定

の
寸

法
や

規
格

を
満

た
し

て
い

な
い

も
の

・
サ

ン
グ

ラ
ス

や
ヘ

ア
バ

ン
ド

等
に

よ
り

顔
の

一
部

が
隠

れ
て

い
る

も
の

・
デ

ジ
タ

ル
写

真
の

品
質

に
乱

れ
が

あ
る

も
の

（
画

像
処

理
が

な
さ

れ
て

い
る

も
の

や
不

鮮
明

な
も

の
）

・
変

色
や

傷
が

あ
る

も
の

・
写

真
専

用
紙

以
外

の
用

紙
に

印
刷

し
た

も
の

詳
し

く
は

26
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

以
外

（
勤

務
先

な
ど

）
に

免
許

証
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
当

該
送

付
希

望
先

の
住

所
、

会
社

名
、

電
話

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
住

所
地

へ
の

送
付

を
希

望
さ

れ
る

方
は

こ
の

欄
に

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
（

会
社

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

千
代

田
区

○
○

1-
1-

１
○

○
（

株
）

安
全

衛
生

課
気

付
（

実
家

の
場

合
）

〒
○

○
○

－
○

○
○

○
東

京
都

文
京

区
○

○
1-

1-
1 

 ○
○

様
方

な
お

、
受

取
人

の
名

前
は

、
必

ず
免

許
申

請
者

の
氏

名
が

印
字

さ
れ

ま
す

。
免

許
申

請
者

以
外

の
方

が
受

取
人

に
な

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

書
替

す
る

免
許

証
に

つ
い

て
入

力
し

て
下

さ
い

。
・

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
の

場
合

⑲
に

免
許

証
番

号
を

記
入

・
二

つ
折

り
タ

イ
プ

の
免

許
証

の
場

合
㉒

に
「

免
許

の
種

類
コ

ー
ド

」
、

㉓
に

「
交

付
局

コ
ー

ド
」

（
裏

面
の

コ
ー

ド
表

参
照

）
、

㉔
に

「
免

許
証

番
号

」
、

㉕
に

交
付

年
月

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

申
請
先
：
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）
の
健
康
安
全
主
務
課
（
P
2
9
～
P
3
0
参
照
）

※
再

交
付

と
書

替
を

同
時

に
行

う
場

合
は

、
①

「
申

請
の

区
分

」
は

３
と

記
入

し
、

記
入
Ⅱ

（
７

ペ
ー

ジ
）

に
示

し
た

事
項

も
併

せ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

３

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ

ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

１

千
葉

２
４

１

吉
田

太
郎

５
０

０
５

２
１
３
６

６
３

１
５

０
５

ヨ
シ
ダ

タ
ロ
ウ

０
０

記
入
例
Ⅲ
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チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
①

①
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月

１
日

現
在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す

。
免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
②

提
出
さ

れ
た

免
許

証
は

、
新

し
い

免
許

証
発

行
後

、
ご

本
人
に

返
却

さ
れ
ず

、
処
分

さ
れ

ま
す

。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又

は
発
行

後
手

元
に
残

す
こ
と

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都

道
府
県

労
働

局
で

原
本

確
認

の
証

明
を

受
け

た
免

許
証
の

写
し

を
取
得

し
、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ
い

て
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都
道
府

県
労

働
局
に

お
問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。
詳

し
く

は
1
8
ペ

ー
ジ
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

書
替

す
る
免

許
証

□
③

変
更
前

の
氏

名
が

記
載

さ
れ

た
住

民
票

の
写
し
（

市
区
町

村
か

ら
発
行

さ
れ
た

原
本

で
個

人
番

号
（

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

）
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い
も

の
）

、
戸

籍
抄

本
等

で
氏

名
を

変
更

し
た

こ
と

が
確
認

で
き

る
も
の

※
本

籍
地

の
記

載
が

な
い

も
の

又
は

本
籍
地

を
マ

ス
キ
ン

グ
（
黒

塗
り

）
し
た

も
の
と

し
て

下
さ

い
。

氏
名

を
変
更

し
た
事

実
が

分
か

る
証

明
書
（
17

ペ
ー

ジ
参

照
）

□
④

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
他

の
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
持
っ
て
い
る
場
合

※
免
許
証
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
は
再
交
付
も
同
時
に
行
い
ま
す
。
申
請
書
の
①
「
申
請
の
区
分
」
は
「
３
」
と
記
入
し
、
記
入
例
Ⅱ
(７

ペ
ー
ジ
）
に
示
し
た
事

項
も
併
せ
て
、
申
請
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
免
許
申
請
書
と
あ
わ
せ
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
の
提
出
先
(１

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又

は
発

行
後

手
元

に
残

す
こ

と
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準

監
督

署
又

は
都

道
府

県
労

働
局

で
原

本
確

認
の

証
明

を
受

け
た

免
許

証
の

写
し

を
取

得
し

、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ

い
て

は
、

最
寄

り
の

労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

。
詳
し
く

は
1
8ペ

ー
ジ
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証
（

原
本

）
※
現
在
所
持
し
て
い
る
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
の
免
許
証
を
全
て
提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

今
回

申
請

す
る

免
許

証
と

統
合

し
た

上
で

新
し

い
免
許
証
を
交
付
し
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
免
許
証
は
、
新
し
い
免
許
証
発
行
後
、
ご
本
人
に
返
却

さ
れ
ず
処
分
さ
れ
ま
す
。

※
技
能
講
習
修
了
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
⑤

◎
旧

様
式

（
二

つ
折

り
タ

イ
プ

）
の

労
働

安
全

衛
生

法
関

係
の
免

許
証

を
所
持

し
て
い

る
場

合

（
申
請

書
の

項
目

番
号

⑯
に

1を
記
入

し
た

上
で
、

所
持

免
許

申
告

欄
の

記
入

・
添
付

が
必
要

）
。

所
持

免
許

申
告

欄
(1

6
ペ

ー
ジ

参
照
）

□
⑥

◎
住
所

を
変

更
し

た
場

合

※
住
民
票
の
写
し
の
場
合
は
、
本
籍
地
の
記
載
は
な
い
も
の
又
は
本
籍

地
を

マ
ス
キ
ン
グ
（
黒
塗
り
）
し
た

も
の
、
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー

）
が
記
載

さ
れ
て

い
な
い
も
の
と

し
て
く
だ
さ
い
。

※
④
と
共
通

で
も
構
い
ま
せ

ん
。

本
人

確
認

証
明

書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
⑦

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
⑦

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

⑦
と

⑧
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑧

各
申
請

書
に

必
要

な
事
項

を
全

て
記

載
し
、

添
付

書
類

が
揃
っ

た
ら

、
記

入
例
に

添
っ

て
も

う
一
度

確
認

し
、

こ
の
ペ

ー
ジ

の
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス

ト
に

よ
り
再

点
検

を
し

て
下
さ

い
。

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

※
氏

名
を

変
更

し
た

場
合

は
、

法
令

上
免

許
の

書
替

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

書
替

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。
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免
許
更
新
申
請
書

特
別

・
普

通
ボ

イ
ラ

ー
溶

接
士

免
許

の
有

効
期

間
を

更
新

し
よ

う
と

す
る

方
申

請
書

裏
面

に
つ

い
て

は
15

ペ
ー

ジ
参

照

①
４

と
記

入
し

て
下

さ
い

記
載

内
容

等
に

つ
い

て
照

会
す

る
際

に
必

要
で

す
の

で
昼

間
電

話
で

連
絡

の
取

れ
る

電
話

番
号

・
携

帯
電

話
番

号
等

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

会
社

の
場

合
は

部
署

名
・

内
線

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
④

カ
タ

カ
ナ

で
左

か
ら

つ
め

て
書

い
て

下
さ

い

⑤
町

域
番

号
ま

で
正

確
に

記
入

し
て

下
さ

い
⑥

左
端

の
□

枠
内

に
、

該
当

す
る

元
号

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

年
月

日
は

、
そ

れ
ぞ

れ
枠

が
二

つ
ず

つ
並

ん
で

い
ま

す
。

１
桁

の
数

字
は

左
側

の
枠

を
空

欄
に

し
右

側
の

□
枠

内
に

記
入

し
ま

す
。

⑦
－

１
旧

姓
を

使
用

し
た

氏
名

又
は

通
称

の
併

記
を

希
望

す
る

場
合

は
２

を
、

希
望

し
な

い
場

合
は

０
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
－

２
併

記
を

希
望

す
る

氏
名

等
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑲
更

新
す

る
免

許
証

の
免

許
証

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

㉗
個

人
番

号
の

記
入

は
任

意
で

す
。

記
入

し
た

場
合

は
個

人
番

号
が

確
認

で
き

る
本

人
確

認
証

明
書

の
提

出
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
特

別
ボ

イ
ラ

ー
溶

接
士

免
許

は
13

、
普

通
ボ

イ
ラ

ー
溶

接
士

免
許

は
14

と
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

写
真

は
次

の
も

の
を

１
枚

貼
っ

て
下

さ
い

。
・

寸
法

は
横

24
m

m
×

縦
30

m
m

（
運

転
免

許
証

サ
イ

ズ
）

・
上

三
分

身
（

胸
か

ら
上

）
正

面
、

着
衣

、
脱

帽
、

無
背

景
・

申
請

前
6か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の

・
鮮

明
で

変
色

の
恐

れ
の

な
い

も
の

※
ま

た
、

写
真

の
裏

面
に

必
ず

氏
名

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

次
の

よ
う

な
写

真
は

撮
り

直
し

を
お

願
い

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

・
指

定
の

寸
法

や
規

格
を

満
た

し
て

い
な

い
も

の
・

サ
ン

グ
ラ

ス
や

ヘ
ア

バ
ン

ド
等

に
よ

り
顔

の
一

部
が

隠
れ

て
い

る
も

の
・

デ
ジ

タ
ル

写
真

の
品

質
に

乱
れ

が
あ

る
も

の
（

画
像

処
理

が
な

さ
れ

て
い

る
も

の
や

不
鮮

明
な

も
の

）
・

変
色

や
傷

が
あ

る
も

の
・

写
真

専
用

紙
以

外
の

用
紙

に
印

刷
し

た
も

の
詳

し
く

は
26

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

住
所

地
以

外
（

勤
務

先
な

ど
）

に
免

許
証

の
送

付
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

当
該

送
付

希
望

先
の

住
所

、
会

社
名

、
電

話
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

住
所

地
へ

の
送

付
を

希
望

さ
れ

る
方

は
こ

の
欄

に
記

入
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
会

社
の

場
合

）
〒

○
○

○
－

○
○

○
○

東
京

都
千

代
田

区
○

○
1-

1-
１

○
○

（
株

）
安

全
衛

生
課

気
付

（
実

家
の

場
合

）
〒

○
○

○
－

○
○

○
○

東
京

都
文

京
区

○
○

1-
1-

1 
 ○

○
様

方
な

お
、

受
取

人
の

名
前

は
、

必
ず

免
許

申
請

者
の

氏
名

が
印

字
さ

れ
ま

す
。

免
許

申
請

者
以

外
の

方
が

受
取

人
に

な
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
現

在
お

持
ち

の
免

許
証

の
有

効
期

限
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

有
効

期
間

を
経

過
し

て
い

る
場

合
、

更
新

申
請

は
で

き
ま

せ
ん

。
期

限
満

了
前

に
申

請
し

て
く

だ
さ

い
。

申
請

は
有

効
期

限
満

了
日

の
１

か
月

前
か

ら
受

け
付

け
ま

す
。

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

申
請
先
：
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
（
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
で
も
可
）
の
健
康
安
全
主
務
課
（
P
2
9
～
P
3
0
参
照
）

４

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

3
5

1
0

３
チ
バ
ケ
ン
イ
チ
ハ
ラ
シ
ノ
ウ
マ
ン

バ
ン
チ

ゴ
イ
コ
ー
ポ

ビ
ー

千
葉
県
市
原
市
能
満
○
○
番
地
五
井
コ
ー
ポ
B
2
3

(株
)×
×
工
業

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
○
○
４
-１
１
-１

２
９
０

０
０
１
１

０
４
３
６

７
５

０
０
０
０

２
６
０

０
０
０
０

０
４
３

２
２
１

０
０
０
０

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

2
９
０

０
０
１
１

５
３
５
１
０

３
０

１
２

０

千
葉

２
４

１

４
０
０
０
０
０
５
９
８
２
４

２
５

１

記
入
例
Ⅳ
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チ
ェ
ッ
ク
欄

記
入
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

□
①

免
許
証
用
写
真
の
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
、
申
請
書
ご
と
に
貼
付
し
ま
し
た
か
？

□
②

各
申

請
書
の

裏
面
に
収

入
印
紙
1,
50
0円

分
を

貼
付
し

ま
し
た
か
？

（
消
印

を
し
な
い
で
下

さ
い

。
）
（

1
5
ペ
ー
ジ
参
照

）
□

③

○
必
ず
添
付
す
る
も
の

備
考

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

申
請
書

類
ー

式
に

同
封

さ
れ

て
い

る
茶

色
の
窓

空
き

封
筒
で

す
。
表

面
の
「

申
請

者
氏

名
」

欄
に

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

住
所

等
は

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
。
（
免
許
証
発
行
時
に
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
先
の
ご
住
所
と
免
許
取
得
者
氏
名
を
印
字
い
た
し
ま
す
。
）

な
お
、
専
用
の
窓
空
き
封
筒
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
任
意
の
封
筒
で
も
使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
表
面
に
宛
先
と
し
て
の

氏
名
、
住
所
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

専
用

の
免

許
証

送
付
用

（
「

免
許
証

送
付

用
」
と

書
か

れ
た

）
封
筒

□
①

①
の

免
許

証
送

付
用

封
筒

に
貼

付
し

て
下

さ
い
。

（
※

）
令

和
６

年
1
0
月

１
日

現
在
の

郵
送

料
と

簡
易

書
留

料
金

で
す

。
免
許

証
送

付
用
切

手
46

0円
分
（
※
）

□
②

詳
し
く

は
、
18

ペ
ー
ジ

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

免
許

の
有
効

期
限
の

更
新

を
受

け
る

資
格
を
有
す

る
こ
と

を
証

明
す
る

書
面

□
③

提
出
さ

れ
た

免
許

証
は

、
新

し
い

免
許

証
発

行
後

、
ご

本
人
に

返
却

さ
れ
ず

、
処
分

さ
れ

ま
す

。

※
新

免
許

証
が

発
行

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

、
又

は
発
行

後
手

元
に
残

す
こ
と

を
希

望
さ

れ
る

方
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都

道
府
県

労
働

局
で

原
本

確
認

の
証

明
を

受
け

た
免

許
証
の

写
し

を
取
得

し
、
申

請
時

に
添

付
し

て
下

さ
い

。
原

本
確

認
証

明
の

発
行

手
続

に
つ
い

て
は

、
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都
道
府

県
労

働
局
に

お
問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。
詳

し
く

は
1
8
ペ

ー
ジ
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

更
新

す
る
免

許
証
（

原
本

）
□

④

○
該
当
す
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の

必
要
と
な
る
場
合

添
付
書
類

チ
ェ
ッ
ク
欄

◎
住
所

を
変

更
し

た
場

合

※
住

民
票

の
写

し
の

場
合

は
、

本
籍

地
の

記
載

は
な
い

も
の

又
は
本

籍
地
を

マ
ス

キ
ン

グ
（

黒
塗

り
）

し
た

も
の

、
個

人
番

号
（

マ
イ

ナ

ン
バ
ー

）
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

も
の

と
し

て
く

だ
さ
い

。

◎
旧
姓

を
使

用
し

た
氏

名
及

び
通

称
の

併
記

を
希

望
す

る
場
合

※
住

民
票

の
写

し
、

戸
籍

抄
本

等
は

、
本

籍
地

の
記
載

が
な

い
も
の

は
又
は

本
籍

地
を

マ
ス

キ
ン

グ
（

黒
塗

り
）

し
た

も
の

、
個

人
番

号

（
マ
イ

ナ
ン

バ
ー

）
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

も
の

と
し
て

く
だ

さ
い
。

本
人

確
認
証

明
書
等
(1

7、
28

ペ
ー
ジ

参
照
）

□
⑤

◎
「

個
人

番
号

」
の

欄
に

個
人

番
号

を
記

入
し

た
場

合
⑤

に
加

え
て

個
人

番
号

が
記

載
さ

れ
た

本
人
確

認
証

明
書
も

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（

表
裏

面
）

の
写

し
で

あ
れ

ば
１

枚
で

⑤
と

⑥
の

添
付

書
類

を
同

時
に
満

た
す

こ
と
が

で
き
ま

す
。

※
個

人
番
号

の
記

入
は

任
意

で
す

。

個
人

番
号

が
記

載
さ
れ

た
本

人
確
認
証

明
書

□
⑥

各
申
請

書
に

必
要

な
事
項

を
全

て
記

載
し
、

添
付

書
類

が
揃
っ

た
ら

、
記

入
例
に

添
っ

て
も

う
一
度

確
認

し
、

こ
の
ペ

ー
ジ

の
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス

ト
に

よ
り
再

点
検

を
し

て
下
さ

い
。

※
免

許
証

を
紛

失
し

て
い

る
場

合
は

再
交

付
の

手
続

き
も

必
要

で
す

（
７

～
８

ペ
ー

ジ
参

照
）

。
新

規
免

許
申

請
書

と
あ

わ
せ

、
免

許
証

再
交

付
申

請
書

の
提

出
先

(１
ペ

ー
ジ

参
照

）
に

提
出

し
て

下
さ

い
。

※
氏

名
を

変
更

し
た

場
合

は
、

書
替

の
手

続
も

必
要

で
す

（
11

～
12

ペ
ー

ジ
参

照
）

。
新

規
免

許
申

請
書

と
合

わ
せ

、
免

許
証

書
替

申
請

書
の

提
出

先
(１

ペ
ー

ジ
参

照
）

に
提

出
し

て
下

さ
い

。
※

申
請

は
、

有
効

期
間

満
了

日
の

１
か

月
前

か
ら

受
け

付
け

ま
す

。

更
新

○
申
請
書
類
記
入
等
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

申
請

書
、

専
用

の
免

許
証

送
付

用
（

「
免

許
証

送
付

用
」

と
書

か
れ

た
）

封
筒

、
申

請
書

・
添

付
書

類
を

郵
送

す
る

た
め

の
専

用
の

角
形

号
封

筒
に

つ
い

て
は

、
労

働
基

準
監

督
署

ま
た

は
都

道
府

県
労

働
局

で
配

布
し

て
い

ま
す

。
任
意
の
免
許
証
送
付
用
封
筒
を
使
用
す
る
場
合
は
、
下
記
添
付
書
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
②
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
・
添
付
書
類
を
任
意
の
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
に
必
ず
ご
自
身
の
氏
名
・
住
所
を
記
載
く
だ
さ
い
。
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免
許
申
請
書
（
裏
面
）

収
入

印
紙

以
外

の
も

の
を

貼
付

し
な

い
で

下
さ

い
。

郵
便

局
等

で
所

定
額

（
令

和
６

年
10

月
現

在
1,

50
0

円
）

分
の

収
入

印
紙

を
購

入
し

、
貼

っ
て

下
さ

い
。

・
必

ず
日

本
政

府
発

行
の

収
入

印
紙

を
貼

っ
て

く
だ

さ
い

。
地

方
自

治
体

の
発

行
す

る
証

紙
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
印

紙
税

納
付

計
器

の
ス

タ
ン

プ
も

不
可

。
・

１
枚

で
こ

の
金

額
の

も
の

は
な

い
の

で
、

何
枚

か
を

組
み

合
わ

せ
て

、
こ

の
金

額
分

を
過

不
足

の
な

い
よ

う
に

貼
っ

て
下

さ
い

。
（

一
旦

、
納

付
し

た
手

数
料

を
返

還
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
の

で
、

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

）
ま

た
、

収
入

印
紙

が
３

枚
以

上
に

な
る

場
合

は
、

縦
に

並
べ

て
貼

っ
て

下
さ

い
。

・
申

請
書

の
書

き
損

じ
の

場
合

を
考

え
、

収
入

印
紙

は
申

請
書

の
記

入
が

終
わ

り
、

誤
り

の
な

い
事

を
確

認
し

て
か

ら
貼

る
よ

う
に

し
て

下
さ

い
。

・
収

入
印

紙
は

消
印

し
な

い
で

下
さ

い
。

・
収

入
印

紙
15

00
円

を
超

え
て

添
付

さ
れ

る
場

合
に

は
、

以
下

の
記

載
例

を
参

考
に

、
直

筆
で

余
白

に
記

載
し

て
下

さ
い

。
【

記
載

例
】

収
入

印
紙

超
過

10
0円

分
に

つ
い

て
は

、
返

還
を

求
め

ま
せ

ん
。

厚
労

太
郎

申
請

書
の

裏
面

に
免

許
試

験
合

格
通

知
書

等
を

貼
付

し
な

い
で

下
さ

い
。

※
同

時
に

二
つ

の
申

請
を

行
う

場
合

の
う

ち
、

次
の

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
別

個
の

申
請

と
な

り
、

申
請

書
も

個
別

に
作

成
し

、
収

入
印

紙
も

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

貼
付

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
（

１
）

同
時

に
２

種
類

の
免

許
申

請
を

行
う

場
合

（
２

）
新

し
い

免
許

申
請

に
併

せ
、

既
交

付
の

免
許

証
の

再
交

付
又

は
書

替
申

請
を

行
う

場
合

（
新

た
に

試
験

に
合

格
し

た
方

が
、

既
交

付
の

免
許

証
の

再
交

付
、

書
替

を
申

請
す

る
場

合
は

、
既

交
付

の
免

許
証

の
再

交
付

、
書

替
の

申
請

と
あ

わ
せ

て
住

所
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
労

働
局

（
又

は
交

付
局

）
で

申
請

し
て

下
さ

い
。

）
（

３
）

新
し

い
免

許
申

請
に

併
せ

、
既

交
付

の
免

許
証

の
免

許
更

新
申

請
を

行
う

場
合

（
４

）
免

許
更

新
申

請
と

併
せ

、
免

許
証

の
再

交
付

又
は

書
替

申
請

を
行

う
場

合
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所
持
免
許
申
告
欄

申
請

書
の

項
目

番
号

㉖
に

１
を

記
入

し
た

方
（

二
つ

折
り

タ
イ

プ
（

旧
様

式
）

の
免

許
証

を
所

持
し

て
い

る
方

）
は

必
ず

こ
の

用
紙

を
記

入
・

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

す
で

に
お

持
ち

の
旧

様
式

の
免

許
証

（
二

つ
折

タ
イ

プ
の

免
許

証
）

に
つ

い
て

、
申

請
書

裏
面

の
コ

ー
ド

表
を

参
照

し
て

「
免

許
種

類
コ

ー
ド

」
「

交
付

局
コ

ー
ド

」
を

記
入

し
て

下
さ

い
ま

た
、

「
免

許
証

番
号

」
「

交
付

年
月

日
」

を
転

記
し

て
下

さ
い

。

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

本
様

式
の

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

は
こ

ち
ら

か
ら

お
願

い
し

ま
す

。

カ
ー

ド
タ

イ
プ

（
ラ

ミ
ネ

ー
ト

タ
イ

プ
を

含
む

）
の

免
許

証
を

所
持

し
て

い
る

方
は

提
出

不
要

で
す

。

山
田

太
郎

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士

千
葉

衛
生
管
理
者

神
奈
川

ヤ
マ
ダ

タ
ロ
ウ

５
３
５
１
０

３

１
２

５
０

１
２

１
４

３
２
５
６
８

３
２
５
７

５
９
１ ３
０

８

５
６

９
９
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次の(1)~(10)のうち今回必要な書類について説明をよく読み、不足するものがないよう準備して下さい。

郵送で申請する場合には、特に〈 〉内に留意して下さい。

(1)免許試験合格通知書

試験に合格された方は、必ず原本を添付して下さい。

※ 合格通知書の住所・氏名は免許証の基データとなるため、合格通知書を受領した段階で

住所・氏名の相違（誤植等）に気付いた場合は、安全衛生技術センターヘ連絡して下さい。

(2)実務経験等を証明する書類(I-A で申請される方）

特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、ガス溶接作業主任者免許、発破技士免許、高

圧室内作業主任者免許又は林業架線作業主任者免許を申請される方は実務経験等を証明する書類が必要にな

ります。具体的な書類については 19 ページから 24 ページまでをご覧下さい。

実務経験従事証明書については、原本を添付して下さい。（様式は、厚生労働省ホームページ、最寄りの労

働基準監督署又は都道府県労働局で入手できます。）

なお、実務経験従事証明書以外の実務経験等を証明する書類（例えば、発破実技講習修了証、ボイラー実

技講習修了証等）については、原本又はそのコピーを添付して下さい。

(3)試験免除資格を証明する書面（I-B、I-C で申請される方（※試験が免除される方））

イ 免許試験結果通知書

必ず原本を添付して下さい。

口 実技教習修了証

クレーン運転実技教習修了証、移動式クレーン運転実技教習修了証、又は揚貨装置運転実技教習修了証

の原本又はそのコピーを添付して下さい。

ハ 免許を受ける資格を有することを証明する書面

免許申請書の免許申請の㋺新規交付申請欄の資格内容（ ）内に記入した資格を証する書面で、卒業証

明書等（卒業証明書及び必要に応じて履修単位証明書等）、各種の免状、免許証、職業訓練修了証等をい

います。

申請先の都道府県労働局に原本又はそのコピーを持参して下さい。

〈卒業証明書等の本籍地はマスキング（黒塗り）して下さい。〉

〈卒業証明書等については、都道府県労働局で申請及び郵送で申請する場合も、原本を添付して下さい。

それ以外の書面で保存が必要なものについては、コピーを送付して下さい。〉

(4)本人確認証明書

申請書の申請者氏名、生年月日、住所の欄に記入した事実を証する書面のことで、住民票の写し（市区町

村から発行された原本で個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの）、マイナンバーカード（表面の

み）・自動車運転免許証（表裏両面）・在留カード（表裏両面）等の公的な書面のコピーを言います。

なお、申請書の「㉗ 個人番号」の欄に個人番号を記載した場合（記載は任意）は、別途個人番号が記載

された本人確認証明書（マイナンバーカード（表裏面）の写しまたは個人番号が記載された住民票の写し）

の提出が必要です。

写真が無い公的証明書の場合は原則として 2 つ添付して下さい。

なお、後述の(9)ロの「現在所持している他の労働安全衛生法関係免許証」のうち新様式（ラミネート式又

はカード式）のものを添付した場合（氏名、住所等記載事項に変更がない場合に限る）には、本人確認証明

書を添付する必要はありません。本人確認証明書の例については、28 ページも参照して下さい。

(5)氏名の変更の場合は氏名を変更した事実が分かる証明書

氏名の変更を証明する書面として添付します。

変更前の氏名が記載された住民票の写し（市区町村から発行された原本）、戸籍抄本、自動車運転免許証

（旧姓の表記が確認できるものに限る）等を添付して下さい。〈郵送で申請する場合も、住民票の写し及び戸

籍抄本は、原本を添付して下さい。それ以外については、コピーを送付してください。〉

本籍地の記載がないもの又は本籍地をマスキング（黒塗り）したものとして下さい。

●添付書類について●
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(6)旧姓を使用した氏名又は通称が記載されている住民票の写し等

旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合は、旧姓又は通称が記載された住民票の写し（市区町

村から発行された原本）等の公的な書面を添付します。本籍地の記載がないもの又は本籍地をマスキング

（黒塗り）したものとして下さい。

(7)免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面

免許の有効期限の満了前 1 年間にボイラー又は第一種圧力容器の溶接の業務に従事し、かつ、免許の有効

期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが溶接検査に合格していることを証明する書面のこ

とです。〈郵送の場合も原本送付のこと。〉

なお、この書面に替えて機械試験結果及び試験を行ったテストピースを提出することができます。詳細に

ついては、申請先の都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

(8)免許証滅失事由書

免許証を滅失した経緯を明らかにする書面のことで、具体的な滅失経緯を書き、住所及び氏名を記載して

下さい。

免許証滅失事由書の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001255753.doc

詳細については、申請先の都道府県労働局にお問い合わせ下さい。(29、30 ページを参照して下さい。)

(9)労働安全衛生法関係既得免許証

イ 申請に直接関係する免許証

「免許証の損傷による再交付申請」「免許証の記載事項等を変更する再交付申請」、「新様式（ラミネート

式又はカード式）の免許証の発行を希望する場合の再交付申請」「書替申請」「免許更新申請」において

は、従前の免許証を添付して下さい。なお、提出された従前の免許証は 申請先の都道府県労働局で処分い

たします。

所持している免許証を当面携帯する必要がある場合や希望により従前の免許証を必要とする場合は、最

寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局へ免許証及びそのコピー（コピーは全面コピーしたものが必要

です）を申請書とともに持参し、原本と相違ない旨の確認（原本確認）を受けたコピーを添付して下さ

い。申請窓口に持参される場合は申請時にその旨申し出て下さい。なお、この場合従前の免許証には穴開

けをいたします。

ロ 現在所持している他の労働安全衛生法関係免許証

労働安全衛生法に基づく他の免許証を持っている場合には、今回申請する免許証と統合のうえ新しい免

許証が交付されますので、現在持っている他の免許証を添付する必要があります。なお、提出された従前

の免許証は申請先の都道府県労働局で処分いたします。

所持している免許証を当面携帯する必要がある場合や希望により従前の免許証を必要とする場合は、最

寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局へ免許証及びそのコピー（コピーは全面コピーしたものが必要

です）を申請書とともに持参し、原本と相違ない旨の確認（原本確認）を受けたコピーを添付して下さ

い。申請窓口に持参される場合は申請時にその旨申し出て下さい。なお、この場合従前の免許証には穴開

けをいたします。

※上位の資格を取得した場合等、過去の免許情報が統合された新しい免許証に記載されない場合があります。

(10)免許証送付用封筒

免許証は申請先の都道府県労働局で審査を行った後、東京労働局免許証発行センターから簡易書留により

後日送付されます。専用の免許証送付用（「免許証送付用」と書かれた）封筒（免許申請書セットの中に入っ

ている窓あきの封筒。お持ちでない場合は、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局で入手できます。）

に送付用切手（郵送料＋簡易書留料、令和 6年 10 月 1 日現在 460 円）のみを貼り同封して下さい。（専用の

免許証送付用封筒の表面の「申請者氏名」の欄に氏名を記入してください。住所等は記載する必要はありま

せん。ただし、専用の免許証送付用封筒ではなく任意の封筒を使用する場合は、表面に宛先として返信先の

住所及び氏名を記載して下さい。）
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●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

③
②

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）

ー
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
５
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ

イ
ラ
ー
及
び
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
（
※
）
を
除
く
。
）
を
取
り
扱
っ
た
経
験

が
あ
る
者

１

③
②

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）
ー
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
３
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業

主
任
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
者

２

①
〇

卒
業

証
明

書
（

蒸
気
ボ
イ
ラ

ー
又
は
蒸
気

原
動
機
に
つ

い
て
２
単
位

以
上

修
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）（

原
本
）

〇
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は

高
等

専
門

学
校

に
お

い
て

ボ
イ

ラ
ー

に
関

す
る

講
座

又
は

学
科

目
を

修
め

卒
業

し
た

者
で

、
そ

の
後

２
年

以
上

の
実

地
修
習
を
経
た
も
の

３

①
○

エ
ネ

ル
ギ

ー
管
理

士
免

状
の
写
及

び
合
否
通
知

書
（
合
格
証

）
の
写

〇
実
地

修
習

結
果
報

告
書

の
写

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

に
関

す
る

法
律

（
省

エ
ネ

法
）

第
９

条
第

１
項

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

士
（

熱
）

免
状

を
有

す
る

者
で

、
２

年
以

上
の

実
地
修

習
を

経
た
も

の

４

①
〇

海
技
士
免
状
の
写

海
技
士

（
機

関
１

、
２

級
）
免
許
を
受
け
た
者

５

②
①

○
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
(１

種
又
は
２
種
）
免
状
の
写

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本
）

ボ
イ

ラ
ー

、
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

(
１
種

又
は

２
種

）
免
状

を
有

す
る
者

で
、
伝

熱
面

積
の

合
計

が
50

0
㎡
以

上
の
ボ

イ
ラ

ー
を
取
り

扱
っ
た
経
験

が

あ
る
も

の

６

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

［
注

】
①

免
許

試
験

合
格

通
知

書
の
備

考
欄

に
印

書
さ

れ
て

い
る

受
験

資
格

コ
ー

ド
が

「
02
」
、

「
03
」
、

「
04
」
、

「
05
」
の

い
ず

れ
か

で
あ

れ
ば

、
実

務
経

験
等

を
証

明
す

る
書

類
の
添

付
を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す
。

（
上

記
３

～
６

関
係

）
②

「
実

務
経

験
従

事
証

明
書
」

の
様

式
は

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

る
ほ

か
、

最
寄

り
の
労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道

府
県
労
働

局
に
て
入

手
で
き
ま

す
。
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③
要

件
１
及

び
２
に

つ
い

て
、

暖
房

専
門

ボ
イ

ラ
ー
の

経
験

は
１

年
を

６
ヶ

月
と

し
て

扱
い

ま
す

。
※

  
小
規

模
ボ

イ
ラ
ー

：
労
働

安
全

衛
生

法
施
行

令
第
20
条
第

５
号

イ
か

ら
二

ま
で

に
掲

げ
る
ボ

イ
ラ

ー
の

う
ち

小
型
ボ

イ
ラ
ー
を

除
い
た
も

の

19



●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

③
②

〇
実
務

経
験

従
事

証
明
書
（
原

本
）

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
２
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
(小

型
ボ
イ

ラ
ー
及
び
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
（
※
）
を
除
く
。
)を

取
り
扱
っ
た
経
験
が
あ

る
者

１

③
②

〇
実
務

経
験

従
事

証
明
書
（
原

本
）

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
１
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業

主
任
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
者

２

①
〇

卒
業

証
明

書
（

蒸
気
ボ
イ
ラ

ー
又
は
蒸
気

原
動
機
に
つ

い
て

２
単
位

以
上

修
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）（

原
本
）

〇
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

、
高

等
専

門
学

校
、

高
等

学
校

又
は

中
等

教
育

学
校

に
お

い
て

ボ
イ

ラ
ー

に
関

す
る

学
科

を
修

め
卒

業
し

た
者

で
、

そ
の

後
１
年
以
上
の
実
地
修
習
を
経
た
も
の

３

①
○

エ
ネ

ル
ギ

ー
管

理
士
免
状
の

写
及
び
合
否

通
知
書
（
合

格
証
）

の
写

〇
実
地

修
習

結
果

報
告
書
の

写

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

に
関

す
る

法
律

（
省

エ
ネ

法
）

第
９

条
第

１
項

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

士
（

熱
）

免
状

を
有

す
る

者
で

、
１

年
以

上
の

実
地
修

習
を

経
た
も

の

４

①
〇

海
技
士
免
状
の
写

海
技
士

（
機

関
１

、
２

、
３
級

）
免
許
を
受
け
た
者

５

②
①

○
ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ
ン
主
任

技
術
者
(
１
種
又

は
２
種
)
免
状
の

写
務

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本
）

ボ
イ

ラ
ー

、
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

(
１
種

又
は

２
種

）
免
状

を
有

す
る
者

で
、
伝

熱
面

積
の

合
計

が
2
5
㎡

以
上

の
ボ
イ
ラ

ー
を

取
り
扱

っ
た
経
験
が

あ
る
も

の

６

②
①

○
汽
か

ん
係

員
試
験

合
格

証
の
写

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）

保
安
技

術
職
員

国
家

試
験
規

則
に
よ

る
汽

か
ん
係

員
試

験
に
合

格
し
た

者

で
、
伝

熱
面

積
の

合
計

が
2
5
㎡

以
上

の
ボ
イ
ラ

ー
を

取
り
扱

っ
た
経
験
が

あ
る
も

の

７

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

［
注

】
①

免
許

試
験

合
格

通
知

書
の
備

考
欄

に
印

書
さ

れ
て

い
る

受
験

資
格

コ
ー

ド
が

「
02
」
、

「
03
」
、

「
04
」
、

「
05
」
、
「
06
」
の
い

ず
れ
か

で
あ

れ
ば

、
実

務
経

験
等
を

証
明

す
る
書

類
の

添
付

を
省

略
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

（
上

記
３

～
７

関
係

）
②

「
実

務
経

験
従

事
証

明
書
」

の
様

式
は

、
厚

生
労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
で

き
る
ほ

か
、

最
寄

り
の

労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道

府
県
労
働

局
に
て
入

手
で
き
ま

す
。
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③
要

件
１
及

び
２
に

つ
い

て
、

暖
房

専
門

ボ
イ

ラ
ー
の

経
験

は
１

年
を

６
ヶ

月
と

し
て

扱
い

ま
す

。
※

  
小
規

模
ボ

イ
ラ
ー

：
労
働

安
全

衛
生

法
施
行

令
第
20
条
第

5号
イ

か
ら

二
ま

で
に

掲
げ

る
ボ

イ
ラ

ー
の

う
ち

小
型

ボ
イ

ラ
ー
を

除
い
た
も

の

20



●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

○
ボ
イ

ラ
ー

実
技
講
習

修
了
証
の
原

本
又
は
写
（

提
出
さ
れ
た

も
の
は
返

却
し

ま
せ

ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ

い
）

ボ
イ
ラ

ー
実
技

講
習

を
修
了

し
た
者

１

〇
卒
業

証
明

書
（
蒸
気

ボ
イ
ラ
ー
又

は
蒸
気
原
動

機
に
つ
い
て

2単
位
以

上
修
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）（

原
本
）

〇
実
地
修
習
結
果
報
告
書
の
写

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

に
お
い

て
ボ

イ
ラ

ー
に
関

す
る

学
科
を

修
め

卒
業
し

た
者

で
、
そ
の
後
３
か
月

以
上
の
実
地
修
習
を
経
た
も
の

２

〇
実
地

修
習

結
果
報
告

書
の
写

ボ
イ
ラ

ー
の
取

扱
い

に
つ
い

て
６
か

月
以

上
の
実
地
修
習

を
経

た
者

３

①
○

ボ
イ

ラ
ー

取
扱

技
能
講
習
修

了
証
の
写

〇
実

務
経

験
従

事
証

明
書

（
原

本
）

ボ
イ
ラ

ー
取
扱

技
能

講
習
を

修
了
し

た
者

で
、
そ

の
後

４
か
月

以
上
小

規
模

ボ

イ
ラ
ー

（
※
２

）
を

取
り

扱
っ
た

経
験

が
あ
る
も

の
４

○
エ
ネ

ル
ギ

ー
管
理
士

（
熱
）
免
状

の
写
及
び
合

否
通
知
書
（

合
格
証
）

の
写

〇
実
地

修
習

結
果
報
告

書
の
写

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

に
関

す
る

法
律

（
省

エ
ネ

法
）

第
９

条
第

１

項
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
管

理
士

（
熱

）
免

状
を

有
す

る
者

で
、

１
年

以
上

の
実

地

修
習
を

経
た
も

の

５

〇
海
技
士
免
状
の
写

海
技
士

（
機

関
１

、
２

、
３
級

）
免
許
を
受
け
た
者

６

①
○

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
(１

種
又
は
２
種
）
免
状
の
写

〇
実
務

経
験

従
事
証
明

書
（
原
本
）

ボ
イ

ラ
ー

、
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

(１
種

又
は

２
種

）
免
状

を
有

す
る

者
で
、

伝
熱

面
積

の
合

計
が

2
5
㎡
以

上
の

ボ
イ

ラ
ー
を

取
り
扱

っ
た
経
験
が

あ
る
も
の

７

①
〇

海
技
士
免
状
の
写

海
技
士

（
機
関

４
、

５
級
）

免
許
を

受
け

た
者
で

、
伝

熱
面
積

の
合
計

が
25

㎡

以
上
の

ボ
イ
ラ

ー
を

取
り
扱

っ
た
経

験
が

あ
る
も

の
８

①
○

汽
か

ん
係

員
試
験
合

格
証
の
写

〇
実
務

経
験

従
事
証
明

書
（
原
本
）

保
安
技

術
職
員

国
家

試
験
規

則
に
よ

る
汽

か
ん
係

員
試

験
に
合

格
し
た

者
で

、

伝
熱
面

積
の
合

計
が

25
㎡

以
上

の
ボ
イ

ラ
ー
を

取
り

扱
っ
た
経

験
が
あ
る
も

の
９

①
〇

実
務

経
験

従
事
証
明

書
（
原
本
）

鉱
山
に

お
い
て

、
伝

熱
面
積

の
合
計

が
25

㎡
以
上

の
ボ

イ
ラ

ー
を
取
り

扱
っ
た

経
験
が

あ
る
者

10

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

［
注

】
①

「
実

務
経

験
従

事
証

明
書
」

の
様

式
は

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

る
ほ

か
、

最
寄

り
の
労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道

府
県
労
働

局
に
て
入

手
で
き
ま

す
。
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※
１

上
記

の
ほ

か
、

平
成
24
年
３

月
31
日
ま

で
に
受

験
資

格
が

あ
る
こ

と
を

証
明
す

る
書

類
と
し

て
安
全

衛
生

技
術

セ
ン
タ

ー
に

提
出
済

で
あ

れ
ば
、

免
許

試
験

合
格

通
知

書
の
備

考
欄

に
「

法
令

改
正

前
の

受
験

資
格

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
済

み
。

」
と

印
書

さ
れ

、
実
務
経

験
等
を
証

明
す
る
書
類

の
添
付
を

省
略
す
る

こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
２

小
規

模
ボ

イ
ラ

ー
：

労
働
安

全
衛

生
法

施
行

令
第
20
条
第

5号
イ

か
ら

二
ま

で
に

掲
げ

る
ボ

イ
ラ

ー
の

う
ち

小
型
ボ

イ
ラ
ー
を

除
い
た
も

の

21



●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

③
②

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）

○
換
算

す
る

場
合
は

、
ボ

イ
ラ
ー
技

士
免
許
証
（

写
し
の
場
合

は
原

本
確

認
さ

れ
た

も
の
）

ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
（
※
２
）
を
除

く
。
）
の
整
備
の
補
助
の
業
務
に
6ヶ

月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

※
ボ
イ
ラ
ー

技
士
が
、
自
己
の
取
り
扱
う
ボ

イ
ラ

ー
の

整
備

の
業

務
を

自
ら

行
っ

て
い

る
場

合
に
は
、

取
扱
経
験
１
年
を
２
か
月
に

換
算

１

③
〇

実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）

第
一
種

圧
力

容
器
（

小
型

圧
力

容
器

及
び

小
規
模
第
一

種
圧
力
容
器
（
※

２
）
を

除
く
。

）
の
整
備
の
補
助
の
業
務
に
６
ヶ
月
以
上
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者

２

③
②

〇
実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）

○
換
算

す
る

場
合
は

、
ボ

イ
ラ
ー
技

士
免
許
証
（

写
し
の
場
合

は
原

本
確

認
さ

れ
た

も
の
）
又

は
ボ
イ
ラ
ー

取
扱
技
能
講

習
修
了
証
の

写

小
規

模
ボ

イ
ラ

ー
（

※
２

）
の

整
備

の
補

助
の

業
務

に
６

ヶ
月

以
上

従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者

※
ボ

イ
ラ

ー
技

士
又

は
ボ

イ
ラ

ー
取

扱
技

能
講

習
を

修
了

し
た

者
が

、
自

己
の

取
り

扱
う

ボ

イ
ラ
ー
の

整
備
の
業
務
を
自
ら
行
っ
て

い
る

場
合

に
は

、
取

扱
経

験
１

年
を

２
か

月
に

換
算

３

③
〇

実
務

経
験

従
事
証

明
書

（
原
本

）
小

規
模

第
一

種
圧
力

容
器

（
※
２

）
の

整
備
の
補
助
の
業
務
に
６
ヶ
月
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

４

①
〇

修
了
証
の
写

普
通
課

程
の

普
通

職
業
訓

練
（

設
備
管

理
・

運
転
系

ボ
イ

ラ
ー

運
転
科

）
を

修
了

し
た

者
（

通
信
に

よ
る

訓
練
を

除
く

。
）

５

①
○

修
了
証
の
写

短
期
課

程
の
普

通
職

業
訓
練

（
ボ
イ

ラ
ー

運
転
科

）
を

修
了
し

た
者
（

通

信
に
よ

る
訓
練

を
除

く
。
）

６

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

［
注

】
①

免
許

試
験

合
格

通
知

書
の
備

考
欄

に
「

法
令

改
正

前
の

受
験

資
格

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
済

み
。

」
と

印
書

さ
れ

て
い
れ
ば
、
実

務
経

験
等

を
証

明
す

る
書

類
の

添
付

を
省

略
す

る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
（

上
記

５
、

６
関
係

）
②

「
原

本
確

認
」

は
最

寄
り

の
労

働
基

準
監

督
署

又
は

都
道

府
県

労
働

局
に

て
行

っ
て

お
り

ま
す

。
③

「
実

務
経

験
従

事
証

明
書
」

の
様

式
は

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

る
ほ

か
、

最
寄

り
の
労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道

府
県
労
働

局
に
て
入

手
で
き
ま

す
。
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※
１

上
記

の
ほ

か
、

平
成
24
年
３

月
31
日
ま

で
に

受
験
資

格
が

あ
る
こ

と
を

証
明
す

る
書

類
と
し

て
安
全

衛
生

技
術
セ

ン
タ

ー
に

提
出
済

で
あ

れ
ば
、

免
許

試
験

合
格

通
知

書
の
備

考
欄

に
「

法
令

改
正

前
の

受
験

資
格

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
済

み
。

」
と

印
書

さ
れ

、
実
務
経

験
等
を
証

明
す
る
書
類

の
添
付
を

省
略
す
る

こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
２

小
規

模
ボ

イ
ラ

ー
：

労
働
安

全
衛

生
法

施
行

令
第
20
条
第

５
号

イ
か

ら
二

ま
で

に
掲

げ
る
ボ

イ
ラ

ー
の

う
ち

小
型
ボ

イ
ラ
ー
を

除
い
た
も

の
小

規
模

第
一

種
圧

力
容

器
：

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

第
６

条
第

17
号
イ

又
は

ロ
に
掲

げ
る

第
一
種

圧
力

容
器
の

う
ち
小

型
圧

力
容

器
を
除

い
た
も
の

22



●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

②
○

ガ
ス

溶
接

技
能

講
習

修
了

証
の

写
（

表
紙

の
写

も
添

付
し
て

く
だ
さ
い

）

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

ガ
ス
溶
接
技

能
講

習
を
修

了
し

た
者

で
、

そ
の

後
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
３
年
以

上
従

事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
１

①
○

卒
業

証
明

書
（

溶
接

に
関

す
る

学
科

を
専

攻
し

た
こ

と
が
確

認
で
き
る

も
の
）
（

原
本

）

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は

高
等

専
門

学
校

に
お

い
て

、
溶

接
に

関
す

る
学

科
を

専

攻
し
て
卒
業
し
た
者

２

②
①

○
卒

業
証

明
書

（
工

学
又

は
化

学
に

関
す

る
学

科
を

専
攻

し
た

こ
と

が
確

認

で
き

る
も

の
）

（
原

本
）

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に

つ
く

こ
と

が
で

き
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書

（
原

本
）

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は

高
等

専
門

学
校

に
お

い
て

、
工

学
又

は
化

学
に

関
す

る

学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ

の
後

１
年
以

上
ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
に
従

事
し

た

経
験

を
有

す
る

も
の

３

①
○

該
当

職
種

に
係

る
職

業
訓

練
指

導
員

免
許

の
写

構
造

物
鉄

工
科

又
は

配
管
科

の
職

種
に

係
る

職
業

訓
練

指
導

員
免

許
を

受
け

た
者

４

②
①

○
職

業
訓

練
修

了
証

の
写

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
つ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

普
通

課
程

の
普

通
職

業
訓

練
（

金
属

加
工

系
溶

接
科

）
、

養
成

訓
練

（
溶

接
科

）
を

修
了

し
た
者

で
、

そ
の

後
２

年
以

上
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

も
の

５

②
①

○
技

能
検

定
合

格
証

の
写

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
つ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

鉄
工

、
建

築
板

金
、

工
場

板
金

又
は

配
管

に
係

る
1
級

又
は

2
級

の
技

能
検

定
に

合
格

し

た
者

で
、

そ
の

後
１

年
以

上
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

も
の

６

②
○

溶
接

係
員

試
験

合
格

証
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

旧
保

安
技

術
職

員
の

規
則
に

よ
る

溶
接

係
員

試
験

に
合

格
し

た
者

で
、

そ
の

後
１

年
以

上
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
も

の
７

②

○
職

業
訓

練
修

了
証

の
写

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
つ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

専
修

訓
練

課
程

の
普

通
職
業

訓
練

（
溶

接
科

）
、

専
修

訓
練

課
程

の
養

成
訓

練
（

溶
接

科
）

を
修

了
し

た
者

で
、
そ

の
後

３
年

以
上

ガ
ス

溶
接

等
の

業
務

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
も

の

８

○
職

業
訓

練
修

了
証

の
写

養
成

訓
練

（
金

属
成

形
科
）

を
修

了
し

た
者

９

②

○
指

導
員

訓
練

修
了

証
の
写

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
つ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

長
期

課
程

の
指

導
員

訓
練
を

修
了

し
た

者
で

、
そ

の
後

１
年

以
上

ガ
ス

溶
接

等
の

業
務

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す
る

も
の

10

②

○
卒

業
証

明
書

（
原

本
）

○
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に
つ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類
の

写

○
実

務
経

験
従

事
証

明
書
（

原
本

）

防
衛

大
学

校
を

卒
業

し
た
者

で
、

そ
の

後
１

年
以

上
ガ

ス
溶

接
等

の
業

務
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

も
の

11

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

【
注
】

①
免
許
試

験
合

格
通
知
書
の
備
考
欄

に
「
法
令
改
正
前
の
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
確

認
済
み
。
」
と
印
書
さ
れ

て
い
れ
ば
、
実
務
経
験
等
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す

。
（
上
記

２
～
６
関
係
）

②
「
実
務

経
験

従
事
証
明
書
」
の
様

式
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
又
は
都
道
府
県
労
働
局
に
て
入
手

で
き
ま
す
。
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※
上
記
の
ほ
か
、
平
成
2
4年

３
月

3
1日

ま
で

に
受

験
資
格
が

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
安
全

衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー

に
提
出
済
で
あ
れ
ば
、
免

許
試

験
合
格
通
知
書
の
備
考
欄
に
「

法
令
改
正
前
の
受
験
資
格
を
有

す
る

こ
と
を
確
認
済

み
。
」

と
印

書
さ
れ
、
実
務
経
験

等
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
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●
実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
●

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

○
卒
業

証
明

書
（

応
用
化
学
、

採
鉱
学
又
は

士
木
工
学
に

関
す
る

学
科

を
専

攻
し

た
こ
と

が
確

認
で
き

る
も

の
）
（

原
本

）

○
実
地

修
習

の
事

業
者
証
明
書

（
原
本
）

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学

校
に
お
い
て
、
応
用
化
学
、
採
鉱
学
又
は
士
木
工
学
に
関
す
る
学
科
を
専
攻

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
３
か
月
以
上
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
実
地
修

習
を
経
た
も
の

１

①
○

実
務

経
験

従
事

証
明
書
（
原

本
）

発
破
の
補
助
作
業
の
業
務
に
６
か
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

２

○
発

破
実

技
講

習
修

了
証

の
原

本
又

は
写

（
提

出
さ

れ
た

も
の

は

返
却

し
ま

せ
ん

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

）
発
破
実
技
講
習
を
修
了
し
た
者

３

免
許
試
験
合
格
後
、
免
許
申
請
を
行
う
際
に
添
付
す
る
「実
務
経
験
等
を
証
明
す
る
書
類
」は
要
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

発
破
技
士
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

【
注

】
①

「
実

務
経

験
従

事
証

明
書
」

の
様

式
は

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

る
ほ

か
、

最
寄

り
の
労
働

基
準
監
督

署
又
は
都
道

府
県
労
働

局
に
て
入

手
で
き
ま

す
。
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※
 上

記
の

ほ
か

、
平

成
24
年
３

月
31
日
ま

で
に

受
験
資

格
が

あ
る
こ

と
を

証
明
す

る
書
類

と
し

て
安

全
衛
生

技
術

セ
ン
タ

ー
に
提

出
済

で
あ

れ
ば
、

免
許

試
験
合

格
通
知
書
の

備
考
欄

に
「

法
令

改
正
前

の
受

験
資
格

を
有

す
る

こ
と

を
確
認

済
み

。
」

と
印

書
さ

れ
、

実
務

経
験

等
を

証
明
す

る
書

類
の

添
付

を
省
略

す
る
こ
と

が
で

き
ま

す
。

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

①
○

実
務
経
験

従
事
証
明

書
（

原
本
）

高
圧
室
内
業
務
に
２
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

１

高
圧
作
業
主
任
者
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

【
注
】

具
体
的
な
書
類

要
件

①
〇

実
務
経
験

従
事
証
明

書
（

原
本
）

林
業
架
線
作
業
の
業
務
に
３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

１

林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
（
免
許
試
験
合
格
後
の
免
許
申
請
）

24



令和８年３月より、マイナポータルから免許証の電子申請ができるようになりました。なお、従来の e-Gov

からの電子申請の受付は終了しております。

電子申請の留意点や申請方法などについては、厚生労働省ホームページに掲載しているマイナポータルから

の申請手続に関する案内を必ずご確認下さい。

（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/index.html）

※マイナポータルからの申請においても別途書類（切手を貼り付けた免許証送付用封筒、すでにお持ちの免許

証等）の郵送が必要です。

マイナポータルからの申請については、特に以下に注意が必要です。

●電子納付（前納）

免許証申請の手続については、オンライン決済により手数料（各種免許申請１件につき 1450 円）を納付する

必要があります。手数料を納付した後の返還・流用は認められませんのでくれぐれもご注意下さい。手数料等

に疑義がある場合は、事前に都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

●添付書類の郵送

460 円分（令和６年 10月１日現在）の切手が貼付された専用の免許証送付用（「免許証送付用」と書かれた）

封筒、既に労働安全衛生法関係の免許証を持っている方は免許証の原本（または労働基準監督署、都道府県労

働局で原本確認の証明を受けた免許証のコピー）を申請先に郵送する必要があります。郵送時は一番外側の封

筒の表面に、「マイナポータル申請」と記載してください。

※申請書、専用の免許証送付用（「免許証送付用」と書かれた）封筒、申請書・添付書類を郵送するための専用の

角形 20 号封筒については、労働基準監督署または都道府県労働局で配布しています。

※専用の免許証送付用（「免許証送付用」と書かれた）封筒をお持ちでない場合は任意の封筒も使用できますが、

その場合は表面に宛先としての氏名、住所を記載して下さい。

※申請書・添付書類を任意の封筒に入れて郵送する場合は、封筒に必ずご自身の氏名・住所を記載するとともに

（専用の角形 20 号封筒についても「申請者氏名」「住所」の記載欄に記載をお願いします）、表面に「マイナポー

タル申請」と記載してください。

●複数の申請を同時に行いたいとき

既にお持ちの免許証に記載されている氏名を変更した方は免許証書替申請が、免許証を紛失した方は免許証

再交付申請が必要です。免許申請（新規）や免許更新申請と同時に行いたい場合は、マイナポータルから複数

の申請を同時に行うことができないため、必ず紙の申請書により申請してください。

●電子申請による免許申請について●
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写真については、次の事項の規格どおり撮影し貼付して下さい。

 寸法は横 24mm×縦 30mm（自動車運転免許証サイズ）

 上三分身（胸から上）、正面、着衣、脱帽、無背景

 申請前 6 か月以内に撮影されたもの

 鮮明で変色の恐れのないもの

 頭の上、横に一定程度余白があるもの

目安としては、頭の上の余白 3mm 程度、

顔の大きさ（上下）18mm~22mm です。

 白黒写真も可

なお、次のような写真は、撮り直しをお願いする場合があります。

・指定の寸法や規格を満たしていないもの（パスポートの大きさの写真など）

・申請者本人のみを撮影していないもの

・服、サングラス、ヘアバンド等により顔の一部が隠れているもの、カラーコンタクトの着用等、

平常の顔貌と異なるもの

・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなされているものや不鮮明のもの）

・変色や傷があるもの

・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

●写真について●
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添付書類をチェック！

☑本人確認証明書（詳細は P28 参照）
□写真の有る公的書面のコピーを同封

□写真の無い公的書面の場合は、2 種類以上同封

☑免許証の旧姓氏名の併記
□氏名欄に旧姓（ ）を使用した氏名を併記する場合、

戸籍謄本や住民票、自動車運転免許証の写しなど、旧姓が確認できるものを同封

※ 免許証氏名の併記例 【衛生健二（安全健二）】

☑外国人の免許証
□免許証の氏名欄に通称名（ ）を併記する場合、住民票など、通称名が確認できるものを同封

※ 免許証氏名の通称名併記例 【EISEI KENJI（衛生健二）】

☑ボイラー関係の実務経験従事証明書
□ボイラー関係の場合、労働基準監督署の検査を受検しているボイラーの取り扱いは、

3 の①に検査証番号と交付者を記入

ボイラー整備士以外で上記検査の他（電気事業法等の関係）は、適用法令に☑した上で、

ボイラーの種類と伝熱面積が確認できる資料を同封

□ボイラー関係の場合、取り扱ったボイラー等が、証明する事項に該当する、小規模又は

それ以上の規模であるかを確認（不備が多い）

□ボイラー整備士の場合、整備業者で経験があるときは、「3 の上記 2 に従事した期間」は、

「②の上記①以外の場合」に記入（不備が多い）

※ この記入又は資料に不備があると免許証を交付することができません

●免許申請時にまずチェック！●

宛先をチェック！

☑クレーン関係免許申請の封筒の宛先

□ 免許試験合格通知書 � 東京労働局免許証発行センター宛

□ 免許試験結果通知書 � 申請者の住所管轄の労働局安全課

又は健康安全課宛（免許証発行センター宛封筒使用不可）

※免許証の発行申請は（公財）安全衛生技術試験協会の各安全衛生技術センターでは受け付

けておりません。もし安全衛生技術センターに免許試験の発行申請の書類が届いた場合は、

着払いで返送となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【労働安全衛生法関係の免許について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/r

oudoukijun/anzen/anzeneisei22/index.html
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●申請書の申請者氏名、生年月日、住所の欄に記入した事実を証する書面

●公的書面のコピー（縮小不可※）。ただし、住民票等は原本に限る。

●本人確認は、原則顔写真による確認が必要 ⇒ 下記 1 の書面を 1 種類

●顔写真の確認できる書面を所持していない ⇒ 下記 2 の書面を 2 種類

●申請書の「㉗ 個人番号」の欄に個人番号を記載した場合（記載は任意）は、個人番号が記載された本

人確認証明書（マイナンバーカード（表裏面）の写しまたは個人番号が記載された住民票の写し）も提出

してください

※ A4 サイズより大きい場合は、A4 サイズに縮小可

１種類で可能なもの

★ 顔写真が確認できるものに限る（不鮮明なものは不可）

□ 労働安全衛生法による免許証

□ 自動車運転免許証（表裏面）

□ マイナンバーカード（表面）

□ 在留カード・特別永住者証明書（表裏面）

※ 住所を変更している場合は、新住所（申請書の住所）が確認できるものを提出してください。

なお、住所変更の手続きをしていない場合は、免許証の住所は旧住所となります。

２種類以上必要なもの

★ 申請者氏名、生年月日、住所を複数の書類の組合せで確認できれば可

□ 住民票の写し（市区町村発行の原本）※複写不可

□ 戸籍抄本 ※複写不可

□ 健康保険の資格確認書（表裏面）

□ 年金手帳

□ 基礎年金番号通知書

□ パスポート

□ 保健師免許証・薬剤師免許証

※住所が手書きのものは、別途、印字されている公的書面が必要です。

【申請に関するお問い合わせ】 

免許証発行サポートダイヤル ⇒ ０５７０―００６－１２０ 

※上記以外、国、都道府県、区市町村が交付した免許証等の書面も可能です。

●本人確認証明書の具体例●

【組合せ例】

住民票の写し ＋ 健康保険の資格確認書

住民票の写し ＋ 年金手帳

住民票の写し ＋ 基礎年金番号通知書

住民票の写し ＋ パスポート

本人確認証明書に当たらないもの

□ 免許試験合格通知書・結果通知書、技能講習修了証、クレーン等実技教習修了証

□ 健康保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード

□ 職員証・社員証

□ 公共料金領収書（電気・ガス・水道・電話）
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０５７０―００６－１２０  

申請に関して不明な点は、こちらにお問い合わせ下さい。

免許証発行サポートダイヤル

なお、お問い合わせ内容によっては、各都道府県労働局の健康安全主務課をご案内する場合がございます。

よくある質問についてはこちらをご参照ください。

（労働安全衛生法に基づく免許│よくある質問 東京労働局）

●問い合わせ先●
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